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Ⅰ 調査概要 

Ⅰ 調査概要 
 

１ 調査の目的 

本町の男女共同参画に関するニーズや課題を把握するとともに、地域社会づくりの推進において、今

後の施策ニーズを検討するための基礎資料とすることを目的とする。 

 

２ 調査期間 

令和６年 11 月５日（火）～令和６年 11 月 29 日（金） 

 ※集計処理にあたっては、令和６年 12 月５日(木)着分の調査票まで含めている 

 

３ 調査対象 

18 歳以上の町民（無作為抽出）1,500 人 

 

４ 調査方法 

郵送配布、郵送・ＷＥＢ回収 

 

５ 回収状況 

配布数① 総回収数 有効回収数② 
有効回収率 

②／① 

1,500 582 580 38.7％ 

※性別の回収結果の内訳 

男性：256 件（44.1％）、女性：313 件（54.0％）、その他：３件（0.5％）、無回答：８件（1.4％） 

 

６ 調査結果の見方 

① ｎ（number of cases）は比率算出の基数であり、100.0％が何人の回答に相当するかを示す。 

② 回答の構成比は百分率であらわし、小数点第２位を四捨五入して算出している。したがって、

単一回答形式の質問においては、回答比率を合計しても 100.0％にならない場合がある。また、

回答者が２つ以上の回答をすることができる複数回答形式の質問においては、各設問の調査数

を基数として算出するため、全ての選択肢の比率を合計すると 100.0％を超える。 

③ 図表及び本文で、選択肢の語句等を一部簡略化している場合がある。 

④ 調査数（ｎ）が少数のものは、回答割合の信頼性が低いため、コメントを省略している場合が

ある。 

  

Ⅰ 
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Ⅱ 調査結果 

Ⅱ 調査結果 

 

１ 回答者のプロフィール 

 

（１）性別 

●性別については、「女性」が 54.0％、「男性」が 44.1％、「その他」が 0.5％となっています。 
 

問 1 あなたの性別（自認する性）について、次の中から１つ選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）年齢 

●年齢については、「１８～１９歳」が 1.2％、「２０～２９歳」が 4.8％、「３０～３９歳」が

8.1％、「４０～４９歳」が 14.3％、「５０～５９歳」が 18.6％、「６０～６９歳」が 31.2％、

「７０歳以上」が 20.9％となっています。 
 

問２ あなたの年齢について、次の中から１つ選んでください。（令和６年１０月１日現在） 
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０
～

６
９
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７
０
歳

以
上

無
回
答
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Ⅱ 調査結果 

（３）収入のある仕事の有無 

●収入のある仕事の有無については、「現在している」が 67.9％、「以前していたが今はしてい

ない」が 28.6％、「今までしたことがない」が 1.6％となっています。 
 

問３ あなたは収入のある仕事をしていますか。次の中から１つ選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）働いている主な理由 

●働いている主な理由については、「自分が生計の中心だから」が 39.3％と最も多く、以下「生

計の中心ではないが、自分が働かないと生活が成り立たないから」（20.3％）、「今の家計の状

態をよくしたいから」（16.0％）となっています。 

●石川町と福島県を比較すると、福島県は複数回答であるため設問は異なりますが、生計維持が

最も多い点は福島県と同様になっています。 
 

【問３で「１ 現在している」と答えた方にお聞きします。】 

問３-1 あなたが働いている主な理由を次の中から１つ選んでください。 
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Ⅱ 調査結果 

【（参考）仕事をしている理由/福島県】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画・女性の活躍促進に関する意識調査報告書（令和元年福島県） 
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Ⅱ 調査結果 

（５）仕事をしていない主な理由 

●仕事をしていない主な理由については、「定年退職したから」が 48.0％と最も多く、次いで「病

人や親などの介護があるから」（12.6％）となっています。なお、「その他」（23.4％）は、自

身の病気を理由とする回答が多くなっています。 
 

【問３で「２ 以前していたが今はしていない」または「３ 今までしたことがない」と答えた方

にお聞きします。】 

問３-２ あなたが現在、仕事をしていない主な理由を次の中から１つ選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）婚姻経験 

●婚姻経験については、「未婚」が 16.6％、「結婚している（事実婚を含む）」が 72.2％、「結婚

したが離別・死別」が 9.8％となっています。 
 

問４ あなたのご結婚（事実婚を含む）の経験について、次の中から１つ選んでください。 
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Ⅱ 調査結果 

（７）共働きの状況 

●共働きの状況については、「共働きである」が 59.9％、「共働きではない」が 38.2％となって

います。 

●年齢別にみると、49 歳以下は９割が共働きとなっており、50～59 歳でも 75.9％と共働き

が多く、60～69歳では拮抗するように減少しています。 
 

【問４で「２ 結婚している（事実婚を含む）」とお答えの方にお聞きします。】 

問４-１ あなたは共働き（夫婦とも収入を得る仕事を持っている）ですか。次の中から１つ選んで

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【共働きの状況/年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

　
　　　　　　上段：件数
　　　　　　下段： ％

調
査
数

共
働
き
で
あ
る

共
働
き
で
は
な
い

無
回
答

全  体 419 251 160 8
 100.0 59.9 38.2 1.9
年齢別
２９歳以下 5 5      -      -
 100.0 100.0      -      -
３０～３９歳 23 22 1      -
 100.0 95.7 4.3      -
４０～４９歳 62 56 5 1
 100.0 90.3 8.1 1.6
５０～５９歳 83 63 20      -
 100.0 75.9 24.1      -
６０～６９歳 148 75 69 4
 100.0 50.7 46.6 2.7
７０歳以上 98 30 65 3
 100.0 30.6 66.3 3.1

全  体 (419)

男性 (185)

女性 (230)

60.5

58.7

37.8

39.1

1.6

2.2

(%)ｎ

59.9 38.2

1.9

(%)

共
働
き

で
あ
る

共
働
き

で
は
な

い

無
回
答
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Ⅱ 調査結果 

（８）家族構成 

●家族構成については、「２世代世帯（夫婦と子、夫婦と親、親と子など）」が 43.8％と最も多

く、以下「１世代世帯（夫婦だけ）」（21.7％）、「３世代世帯（祖父母と夫婦と子、親と子と孫

など）」（18.8％）、「単身世帯（あなただけ）」（10.5％）となっています。 
 

問５ あなたの家族構成とお子さんの有無について、次の中から１つずつ選んでください。 

   【家族構成について】（１つに○） 
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世
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回
答



 

- 8 - 

 

Ⅱ 調査結果 

（９）子どもの有無 

●子どもの有無については、「いる」が 71.2％、「いない」が 26.2％となっています。 

●年齢別にみると、子どもが「いる」割合は 40歳以上で 75％以上となっており、30～39歳

では 48.9％、29 歳以下では 5.7％と若年層ほど子どもが「いる」割合が少なくなっていま

す。 
 

問５ あなたの家族構成とお子さんの有無について、次の中から１つずつ選んでください。 

   【お子さんについて】（１つに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子どもの有無/年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

　
　　　　　　上段：件数
　　　　　　下段： ％

調
査
数

い
る

い
な
い

無
回
答

全  体 580 413 152 15
 100.0 71.2 26.2 2.6
年齢別
２９歳以下 35 2 33      -
 100.0 5.7 94.3      -
３０～３９歳 47 23 23 1
 100.0 48.9 48.9 2.1
４０～４９歳 83 63 18 2
 100.0 75.9 21.7 2.4
５０～５９歳 108 82 26      -
 100.0 75.9 24.1      -
６０～６９歳 181 147 31 3
 100.0 81.2 17.1 1.7
７０歳以上 121 96 21 4
 100.0 79.3 17.4 3.3

全  体 (580)

男性 (256)

女性 (313)

68.8

74.4

29.7

23.6

1.6

1.9

(%)ｎ

71.2 26.2

2.6

(%)

い

る

い

な

い

無

回

答
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Ⅱ 調査結果 

２ 男女の役割や地位に関する意識について 

 

（１）「男は仕事、女は家庭」という固定的性別役割分担意識 

●「男は仕事、女は家庭」という考え方については、「同感する」は 2.6％にとどまり、「同感し

ない」が 66.7％となっています。「どちらともいえない」又は「わからない」が 29.6％とな

っています。 

●男女別にみると、男女ともに「同感しない」が「同感する」を大きく上回っていますが、女性

では「同感しない」が 71.9％ですが、男性では 61.7％にとどまっています。 

●婚姻経験別にみると、未婚の場合は「同感しない」が結婚している（事実婚を含む）場合に比

べ、約９ポイント上回っています。 

●共働きの状況別にみると、共働きである場合は「同感しない」が共働きではない場合に比べ、

約８ポイント上回っています。 

●子どもの有無別にみると、子どものいない場合は「同感しない」が子どものいる場合に比べ、

約７ポイント上回っています。 

●石川町と福島県を比較すると、石川町では選択肢に「どちらともいえない」があるため設問は

異なりますが、福島県では「そう思う」又は「どちらかといえばそう思う」と回答した固定的

性別役割分担意識に同感する割合は 20.8％、「どちらかといえばそう思わない」又は「そう思

わない」と回答した同感しない割合は 73.8％と、石川町のほうが「同感する」（2.6％）割合

が少なくなっています。 
 

問６ 「男は仕事、女は家庭」という考え方について、あなたの考えをうかがいます。次の中から

１つ選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全  体 (580)

男性 (256)

女性 (313)

4.7

1.0

61.7

71.9

31.6

25.2

2.0

1.6

0.0

0.3

(%)ｎ

2.6

66.7 27.9

1.7

1.0

(%)

同
感
す

る

同
感
し

な
い

ど
ち
ら

と
も
い

え
な

い わ
か
ら

な
い

無
回
答
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Ⅱ 調査結果 

【「男は仕事、女は家庭」という固定的性別役割分担意識/婚姻経験別/共働きの状況別/子どもの

有無別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【（参考）「男は仕事、女は家庭」という考え方について/福島県】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画・女性の活躍促進に関する意識調査報告書（令和元年福島県） 

 

 

  

　
　　　　　　上段：件数
　　　　　　下段： ％

調
査
数

同
感
す
る

同
感
し
な
い

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全  体 580 15 387 162 10 6
 100.0 2.6 66.7 27.9 1.7 1.0
婚姻経験別
未婚 96 1 70 21 4      -
 100.0 1.0 72.9 21.9 4.2      -
結婚している（事実婚を含む） 419 14 268 133 4      -
 100.0 3.3 64.0 31.7 1.0      -
結婚したが離別・死別 57      - 47 8 2      -
 100.0      - 82.5 14.0 3.5      -
共働きの状況別
共働きである 251 8 170 72 1      -
 100.0 3.2 67.7 28.7 0.4      -
共働きではない 160 6 95 56 3      -
 100.0 3.8 59.4 35.0 1.9      -
子どもの有無別
いる 413 11 272 125 5      -
 100.0 2.7 65.9 30.3 1.2      -
いない 152 4 110 34 4      -
 100.0 2.6 72.4 22.4 2.6      -
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Ⅱ 調査結果 

（２）男女の地位の平等感 

●男女の地位の平等感については、『ウ 学校教育の場』では「平等」が 56.0％となっています。

一方、それ以外の分野では、「男性の方が優遇されている」又は「どちらかといえば男性の方が

優遇されている」を足した≪男性優遇≫が「どちらかといえば女性の方が優遇されている」又

は「女性の方が優遇されている」を足した≪女性優遇≫を大きく上回っています。特に『エ 政

治の場』では≪男性優遇≫が 71.2％、『キ 社会通念、しきたりや習慣』では 70.0％となっ

ています。 

●男女別にみると、いずれの分野においても、女性では≪男性優遇≫と回答した割合が男性を上

回っています。特に『ア 家庭生活』では≪男性優遇≫と回答した割合が女性で 63.0％、男

性で 39.1％と約 24ポイント上回っており、男女間の認識の違いが大きくなっています。 

●石川町と福島県を比較すると、『学校教育の場』では平等ですが、『政治の場』や『社会通念、

しきたりや習慣』では≪男性優遇≫が多い点は福島県と同様になっています。 
 

問７ あなたは、次にあげるような分野で男女の地位は平等になっていると思いますか。ア～ケそ

れぞれについて、次の中から１つずつ選んでください。 

 

【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n = (580)

ア　家庭生活

イ　職場

ウ　学校教育の場

ク　県や市町村の行政の場

ケ　社会全体

エ　政治の場

オ　法律や制度の上

カ　社会活動の場

キ　社会通念、しきたりや習慣

12.2

2.2

29.8

11.7

11.4

24.7

11.4

13.3

41.4

12.2

41.4

30.0

37.6

45.3

35.7

51.9

25.9

56.0

12.4

33.4

25.9

11.9

27.6

12.8

4.7

4.1

0.9

4.0

4.0

2.1

1.2

4.8

2.2

0.2

0.3

1.9

0.7

0.9

0.9

0.7

8.3

19.5

9.7

14.5

15.0

10.0

18.3

12.1

5.3

5.7

5.5

4.5

5.5

5.2

5.0

4.5

(%)(%)
11.2 40.7 30.9 4.5

2.2

5.9 4.7

男
性
の

方
が
優

遇
さ

れ
て
い

る

ど
ち
ら

か
と
い

え
ば

男
性
の

方
が
優

遇
さ

れ
て
い

る

平
等

ど
ち
ら

か
と
い

え
ば

女
性
の

方
が
優

遇
さ

れ
て
い

る

女
性
の

方
が
優

遇
さ

れ
て
い

る

わ
か
ら

な
い

無
回
答
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Ⅱ 調査結果 

【男性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

カ　社会活動の場

キ　社会通念、しきたりや習慣

ク　県や市町村の行政の場

ケ　社会全体

イ　職場

ウ　学校教育の場

エ　政治の場

オ　法律や制度の上

n = (313)

ア　家庭生活

15.0

3.5

33.5

16.9

15.0

30.4

15.7

18.2

39.0

11.8

38.3

31.3

38.3

43.1

35.1

48.6

23.0

50.5

8.6

26.5

20.8

7.0

19.5

10.2

3.2

2.9

0.6

2.2

1.3

0.6

1.0

2.6

1.3

0.3

0.0

0.3

0.0

0.6

0.3

0.3

12.1

24.3

12.1

17.6

18.2

11.5

22.7

14.4

6.4

6.7

6.7

5.1

6.4

6.7

5.8

5.8

(%)
15.7 47.3 21.1

2.6 1.3

6.4 5.8

(%)

男
性
の

方
が
優

遇
さ

れ
て
い

る

ど
ち
ら

か
と
い

え
ば

男
性
の

方
が
優

遇
さ

れ
て
い

る

平
等

ど
ち
ら

か
と
い

え
ば

女
性
の

方
が
優

遇
さ

れ
て
い

る

女
性
の

方
が
優

遇
さ

れ
て
い

る

わ
か
ら

な
い

無
回
答

キ　社会通念、しきたりや習慣

ク　県や市町村の行政の場

ケ　社会全体

ウ　学校教育の場

エ　政治の場

オ　法律や制度の上

カ　社会活動の場

n = (256)

ア　家庭生活

イ　職場 9.0

0.8

24.6

5.1

6.6

17.6

5.9

6.6

44.5

13.3

45.3

28.5

36.7

47.7

35.9

55.9

28.1

61.7

17.2

42.6

32.0

18.0

37.5

16.0

6.6

5.5

1.2

5.9

7.0

3.9

1.6

7.8

3.5

0.0

0.8

3.5

1.6

1.2

1.6

1.2

3.9

14.1

6.6

10.5

11.3

8.2

13.3

9.4

4.3

4.7

4.3

3.9

4.7

3.5

4.3

3.1

(%)
6.3 32.8 42.2 6.6 3.1 5.5 3.5

(%)

男
性
の

方
が
優

遇
さ

れ
て
い

る

ど
ち
ら

か
と
い

え
ば

男
性
の

方
が
優

遇
さ

れ
て
い

る

平
等

ど
ち
ら

か
と
い

え
ば

女
性
の

方
が
優

遇
さ

れ
て
い

る

女
性
の

方
が
優

遇
さ

れ
て
い

る

わ
か
ら

な
い

無
回
答
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Ⅱ 調査結果 

【（参考）男女の地位の平等感/福島県】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画・女性の活躍促進に関する意識調査報告書（令和元年福島県） 
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Ⅱ 調査結果 

３ 家庭生活について 

 

（１）家事の役割分担 

●家事の役割分担については、『カ 地域活動（ＰＴＡや町内会活動等）』では「主として夫（自

分を含む）」（43.9％）が最も多くなっています。一方、それ以外の項目では「主として妻（自

分を含む）」が最も多く、特に『ア 食事のしたく』が 75.4％となっています。 

●男女別にみると、回答割合に違いはありますが、男女ともに全体と同傾向となっています。 

●石川町と福島県を比較すると、設問は異なりますが、石川町と福島県ともに女性が家事を担っ

ているケースが多くなっています。 
 

【問４で「２．既婚（事実婚を含む）」と答えた方にお聞きします。】 

問８ あなたの家庭では、次にあげるような家事などは、主にどなたが担当していますか。ア～カ

それぞれについて、次の中から１つずつ選んでください。 

【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

オ　家族の介護や看護

カ　地域活動（ＰＴＡや町内会活動等）

ア　食事のしたく

イ　食事のあと片付け

ウ　掃除

エ　洗濯

n = (419)

3.3

2.6

3.6

1.7

43.9

61.1

64.7

69.7

36.3

13.1

24.3

23.9

18.6

20.3

27.9

5.7

5.3

3.3

4.8

2.6

2.4

0.2

1.0

0.5

1.0

0.2

0.2

0.5

31.5

7.9

2.9

3.1

3.3

5.0

3.6

(%)

1.7

75.4 14.6 3.1

1.9 0.2

3.1

(%)

主

と

し

て

夫
（

自

分

を

含

む
）

主

と

し

て

妻
（

自

分

を

含

む
）

夫

婦

で
（

自

分

を

含

む
）

家

族

全

員

そ

の

他

の

家

族

該

当

し

な

い

無

回

答
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Ⅱ 調査結果 

【男性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

エ　洗濯

オ　家族の介護や看護

カ　地域活動（ＰＴＡや町内会活動等）

n = (185)

ア　食事のしたく

イ　食事のあと片付け

ウ　掃除

5.9

3.8

5.9

2.7

51.4

53.5

55.7

62.7

27.6

9.2

29.7

30.8

22.7

25.4

25.4

6.5

6.5

3.8

4.9

1.1

2.2

0.5

1.6

1.1

1.6

0.5

0.5

0.5

34.1

8.6

1.6

2.2

2.7

4.3

2.7

(%)

1.6

73.5 15.7 4.3

2.2 0.5

2.2

(%)

主

と

し

て

夫
（

自

分

を

含

む
）

主

と

し

て

妻
（

自

分

を

含

む
）

夫

婦

で
（

自

分

を

含

む
）

家

族

全

員

そ

の

他

の

家

族

該

当

し

な

い

無

回

答

ウ　掃除

エ　洗濯

オ　家族の介護や看護

カ　地域活動（ＰＴＡや町内会活動等）

n = (230)

ア　食事のしたく

イ　食事のあと片付け

1.3

1.7

1.7

0.9

38.3

67.8

71.7

76.1

43.0

16.1

19.6

18.3

15.2

16.1

30.0

4.8

4.3

2.6

4.8

3.9

2.6

0.0

0.4

0.0

0.4

0.0

0.0

0.0

29.6

7.0

3.9

3.9

3.9

5.7

4.3

(%)

1.7

77.4 13.0

2.2

1.7

0.0

3.9

(%)

主

と

し

て

夫
（

自

分

を

含

む
）

主

と

し

て

妻
（

自

分

を

含

む
）

夫

婦

で
（

自

分

を

含

む
）

家

族

全

員

そ

の

他

の

家

族

該

当

し

な

い

無

回

答



 

- 16 - 

 

Ⅱ 調査結果 

●共働きの状況別にみると、『ア 食事のしたく』についてはどちらも「主として妻（自分を含

む）」が７割以上となっていますが、「夫婦で（自分を含む）」は共働きである場合のほうが、共

働きでない場合に比べ、約６ポイント上回っています。『イ 食事のあと片付け』『ウ 掃除』

『エ 洗濯』については「夫婦で（自分を含む）」が共働きである場合のほうが、共働きでない

場合に比べ、約 10 ポイント上回っています。『オ 家族の介護や看護』については「主とし

て妻（自分を含む）」が共働きでない場合のほうで 41.3％と、共働きである場合（33.5％）

に比べ、約８ポイント上回っています。 
 

【家事の役割分担/共働きの状況別：共働きである】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【家事の役割分担/共働きの状況別：共働きではない】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

　
　　　上段：件数
　　　下段： ％

調
査
数

主
と
し
て
夫
（

自
分
を
含
む
）

主
と
し
て
妻
（

自
分
を
含
む
）

夫
婦
で
（

自
分
を
含
む
）

家
族
全
員

そ
の
他
の
家
族

該
当
し
な
い

無
回
答

ア　食事のしたく 160 4 126 18 4      - 1 7
 100.0 2.5 78.8 11.3 2.5      - 0.6 4.4
イ　食事のあと片付け 160 4 112 31 5 1 1 6
 100.0 2.5 70.0 19.4 3.1 0.6 0.6 3.8
ウ　掃除 160 4 110 31 7      - 1 7
 100.0 2.5 68.8 19.4 4.4      - 0.6 4.4
エ　洗濯 160 4 122 21 4 1 1 7
 100.0 2.5 76.3 13.1 2.5 0.6 0.6 4.4
オ　家族の介護や看護 160 5 66 29 6      - 41 13
 100.0 3.1 41.3 18.1 3.8      - 25.6 8.1
カ　地域活動（ＰＴＡや町内会活動等） 160 74 16 42 2 2 15 9

100.0 46.3 10.0 26.3 1.3 1.3 9.4 5.6

　
　　　上段：件数
　　　下段： ％

調
査
数

主
と
し
て
夫
（

自
分
を
含
む
）

主
と
し
て
妻
（

自
分
を
含
む
）

夫
婦
で
（

自
分
を
含
む
）

家
族
全
員

そ
の
他
の
家
族

該
当
し
な
い

無
回
答

ア　食事のしたく 251 2 184 43 9 7      - 6
 100.0 0.8 73.3 17.1 3.6 2.8      - 2.4
イ　食事のあと片付け 251 9 138 70 19 9      - 6
 100.0 3.6 55.0 27.9 7.6 3.6      - 2.4
ウ　掃除 251 7 155 68 14 1      - 6
 100.0 2.8 61.8 27.1 5.6 0.4      - 2.4
エ　洗濯 251 11 163 57 9 3 1 7
 100.0 4.4 64.9 22.7 3.6 1.2 0.4 2.8
オ　家族の介護や看護 251 2 84 54 14 2 88 7
 100.0 0.8 33.5 21.5 5.6 0.8 35.1 2.8
カ　地域活動（ＰＴＡや町内会活動等） 251 106 38 73 9 2 17 6

100.0 42.2 15.1 29.1 3.6 0.8 6.8 2.4
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Ⅱ 調査結果 

●子どもの有無別にみると、『ア 食事のしたく』『イ 食事のあと片付け』については「夫婦で

（自分を含む）」が子どものいない場合のほうが子どものいる場合に比べ、約 10～14ポイン

ト上回っています。『ウ 掃除』『エ 洗濯』については子どもの有無による違いはみられませ

ん。『オ 家族の介護や看護』については「主として妻（自分を含む）」が子どものいない場合

のほうが子どものいる場合に比べ、約７ポイント上回っています。『カ 地域活動（ＰＴＡや町

内会活動等）』については「夫婦で（自分を含む）」が子どものいる場合のほうが子どものいな

い場合に比べ、約 10ポイント上回っています。 
 

【家事の役割分担/子どもの有無別：子どものいる】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【家事の役割分担/子どもの有無別：子どものいない】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　
　　　上段：件数
　　　下段： ％

調
査
数

主
と
し
て
夫
（

自
分
を
含
む
）

主
と
し
て
妻
（

自
分
を
含
む
）

夫
婦
で
（

自
分
を
含
む
）

家
族
全
員

そ
の
他
の
家
族

該
当
し
な
い

無
回
答

ア　食事のしたく 52 3 36 12      -      -      - 1
 100.0 5.8 69.2 23.1      -      -      - 1.9
イ　食事のあと片付け 52 4 26 19 2      -      - 1
 100.0 7.7 50.0 36.5 3.8      -      - 1.9
ウ　掃除 52 2 34 13 2      -      - 1
 100.0 3.8 65.4 25.0 3.8      -      - 1.9
エ　洗濯 52 3 36 11 1      -      - 1
 100.0 5.8 69.2 21.2 1.9      -      - 1.9
オ　家族の介護や看護 52 4 22 9 1      - 14 2
 100.0 7.7 42.3 17.3 1.9      - 26.9 3.8
カ　地域活動（ＰＴＡや町内会活動等） 52 22 7 10      -      - 11 2

100.0 42.3 13.5 19.2      -      - 21.2 3.8

　
　　　上段：件数
　　　下段： ％

調
査
数

主
と
し
て
夫
（

自
分
を
含
む
）

主
と
し
て
妻
（

自
分
を
含
む
）

夫
婦
で
（

自
分
を
含
む
）

家
族
全
員

そ
の
他
の
家
族

該
当
し
な
い

無
回
答

ア　食事のしたく 363 3 277 49 13 8 1 12
 100.0 0.8 76.3 13.5 3.6 2.2 0.3 3.3
イ　食事のあと片付け 363 10 227 83 21 10 1 11
 100.0 2.8 62.5 22.9 5.8 2.8 0.3 3.0
ウ　掃除 363 9 234 87 19 1 1 12
 100.0 2.5 64.5 24.0 5.2 0.3 0.3 3.3
エ　洗濯 363 12 253 67 12 4 2 13
 100.0 3.3 69.7 18.5 3.3 1.1 0.6 3.6
オ　家族の介護や看護 363 3 129 76 18 2 118 17
 100.0 0.8 35.5 20.9 5.0 0.6 32.5 4.7
カ　地域活動（ＰＴＡや町内会活動等） 363 160 47 107 11 4 22 12

100.0 44.1 12.9 29.5 3.0 1.1 6.1 3.3
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Ⅱ 調査結果 

【（参考）家事の負担割合/福島県】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画・女性の活躍促進に関する意識調査報告書（令和元年福島県） 
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Ⅱ 調査結果 

（２）「家庭」、「仕事」、「個人の生活」のバランス 

●「家庭」、「仕事」、「個人の生活」のバランスについては、「「仕事」と「家庭」をともに優先し

ている」が 28.8％と最も多く、以下「「仕事」と「家庭」と「個人の生活」の３つすべてを優

先している」（14.1％）、「「家庭」を優先している」（14.0％）、「「仕事」を優先している」（13.8％）

となっています。 

●男女別にみると、男性では「「仕事」を優先している」が 18.8％と女性（9.3％）に比べ、約

10 ポイント上回っており、女性では「「家庭」を優先している」（17.6％）、「「仕事」と「家

庭」をともに優先している」（31.9％）が男性に比べ、７ポイント以上上回っています。 

●共働きの状況別にみると、共働きではない場合は「「家庭」を優先している」が共働きの場合に

比べ、約 18ポイント上回っています。また、共働きの場合は「「仕事」と「家庭」をともに優

先している」が共働きではない場合に比べ、約 31ポイント上回っています。 

●子どもの有無別にみると、子どものいない場合は「「個人の生活」を優先している」が子どもの

いる場合に比べ、約 11ポイント上回っています。また、子どものいる場合は「「仕事」と「家

庭」をともに優先している」が子どものいない場合に比べ、約 16ポイント上回っています。 
  

問９ 生活の中での「家庭」、「仕事」、学習・趣味・付き合いなどの「個人の生活」のバランスにつ

いて、あなたの現状に近いものを１つ選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全  体 (580)

男性 (256)

女性 (313)

18.8

9.3

10.2

17.6

9.4

7.3

24.2

31.9

7.0

4.8

7.8

11.2

16.8

11.8

4.3

2.9

1.6

3.2

(%)
ｎ

13.8 14.0 8.3 28.8 5.7 9.5 14.1 3.4

2.4

(%)

「

仕

事
」

を
優

先

し

て
い

る 「

家

庭
」

を
優

先

し

て
い

る 「

個

人

の

生
活
」

を

優
先

し

て

い

る

「

仕

事
」

と
「

家

庭
」

を

と

も

に

優

先
し

て

い

る

「

仕

事
」

と
「

個

人

の
生

活
」

を

と

も
に

優

先

し
て

い

る

「

家

庭
」

と
「

個

人

の
生

活
」

を

と

も
に

優

先

し
て

い

る

「

仕

事
」

と
「

家

庭
」

と

「

個

人

の

生
活
」

の

３
つ

す

べ

て

を

優
先

し

て

い
る

わ

か

ら

な

い

無

回

答
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Ⅱ 調査結果 

【「家庭」、「仕事」、「個人の生活」のバランス/共働きの状況別/子どもの有無別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）女性及び男性の望ましい生き方 

●女性及び男性の望ましいと思う生き方については、『ア 女性の生き方』『イ 男性の生き方』

ともに「家庭又は個人の生活と仕事を同じように両立させる」が最も多くなっています。『ア 

女性の生き方』では「仕事にも携わるが、家庭又は個人の生活を優先させる」（32.6％）が２

番目に多いですが、『イ 男性の生き方』では「家庭又は個人の生活にも携わるが、あくまでも

仕事を優先させる」（21.7％）が２番目となっています。 

●男女別にみても、『ア 女性の生き方』『イ 男性の生き方』ともに特徴的な違いはみられませ

ん。 

●石川町と福島県を比較すると、設問は少し異なりますが、『ア 女性の生き方』『イ 男性の生

き方』ともに「家庭又は個人の生活と仕事を同じように両立させる」が最も多いですが、男性

は仕事、女性は家庭又は個人の生活や地域活動を優先させる点は福島県と同様になっていま

す。 

  

　
　　　　　　上段：件数
　　　　　　下段： ％

調
査
数

「

仕
事
」

を
優
先
し
て
い
る

「

家
庭
」

を
優
先
し
て
い
る

「

個
人
の
生
活
」

を
優
先
し
て
い
る

「

仕
事
」

と
「

家
庭
」

を
と
も
に
優

先
し
て
い
る

「

仕
事
」

と
「

個
人
の
生
活
」

を
と

も
に
優
先
し
て
い
る

「

家
庭
」

と
「

個
人
の
生
活
」

を
と

も
に
優
先
し
て
い
る

「

仕
事
」

と
「

家
庭
」

と
「

個
人
の

生
活
」

の
３
つ
す
べ
て
を
優
先
し
て

い
る

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全  体 580 80 81 48 167 33 55 82 20 14
 100.0 13.8 14.0 8.3 28.8 5.7 9.5 14.1 3.4 2.4
共働きの状況別
共働きである 251 34 25 6 115 7 17 39 3 5
 100.0 13.5 10.0 2.4 45.8 2.8 6.8 15.5 1.2 2.0
共働きではない 160 21 44 15 24 1 24 17 9 5
 100.0 13.1 27.5 9.4 15.0 0.6 15.0 10.6 5.6 3.1
子どもの有無別
いる 413 58 63 22 136 15 40 59 10 10
 100.0 14.0 15.3 5.3 32.9 3.6 9.7 14.3 2.4 2.4
いない 152 20 18 25 26 16 15 21 9 2
 100.0 13.2 11.8 16.4 17.1 10.5 9.9 13.8 5.9 1.3
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Ⅱ 調査結果 
 

問 10 女性及び男性の望ましいと思う生き方はどのような生き方だと思いますか。 

ア～イそれぞれについて、次の中から１つずつ選んでください。 

【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【男性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

ア　女性の生き方

イ　男性の生き方

n = (256)

2.0

22.7 49.2 14.1

1.2

7.4 3.5

(%)

0.8

2.3 43.0 32.0 4.3 8.2 9.4

(%)

家
庭
又

は
個
人

の
生

活
よ
り

も
、

仕

事
に

専
念
す

る

家
庭
又

は
個
人

の
生

活
に
も

携
わ
る

が
、

あ
く
ま

で
も
仕

事
を

優
先
さ

せ
る

家
庭
又

は
個
人

の
生

活
と
仕

事
を
同

じ
よ

う
に
両

立
さ
せ

る

仕
事
に

も
携
わ

る

が
、

家

庭
又
は

個
人

の
生
活

を
優
先

さ
せ

る 仕
事
よ

り
も
、

家
庭

又
は
個

人
の
生

活
に

専
念
す

る

わ
か
ら

な
い

無
回
答

イ　男性の生き方

n = (580)

ア　女性の生き方

2.8

21.7 45.7 12.2

0.9

7.8 9.0

(%)

0.7

2.4 45.7 32.6 3.4 8.6 6.6

(%)

家
庭
又

は
個
人

の
生

活
よ
り

も
、

仕

事
に

専
念
す

る

家
庭
又

は
個
人

の
生

活
に
も

携
わ
る

が
、

あ
く
ま

で
も
仕

事
を

優
先
さ

せ
る

家
庭
又

は
個
人

の
生

活
と
仕

事
を
同

じ
よ

う
に
両

立
さ
せ

る

仕
事
に

も
携
わ

る

が
、

家

庭
又
は

個
人

の
生
活

を
優
先

さ
せ

る 仕
事
よ

り
も
、

家
庭

又
は
個

人
の
生

活
に

専
念
す

る

わ
か
ら

な
い

無
回
答

n = (313)

ア　女性の生き方

イ　男性の生き方 3.5 21.1 42.5 10.9

0.3

8.3 13.4

(%)

0.6

2.6 47.3 33.5

2.6

9.3 4.2

(%)

家
庭
又

は
個
人

の
生

活
よ
り

も
、

仕

事
に

専
念
す

る

家
庭
又

は
個
人

の
生

活
に
も

携
わ
る

が
、

あ
く
ま

で
も
仕

事
を

優
先
さ

せ
る

家
庭
又

は
個
人

の
生

活
と
仕

事
を
同

じ
よ

う
に
両

立
さ
せ

る

仕
事
に

も
携
わ

る

が
、

家

庭
又
は

個
人

の
生
活

を
優
先

さ
せ

る 仕
事
よ

り
も
、

家
庭

又
は
個

人
の
生

活
に

専
念
す

る

わ
か
ら

な
い

無
回
答
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Ⅱ 調査結果 

●共働きの状況別にみると、『ア 女性の生き方』『イ 男性の生き方』ともに「家庭又は個人の

生活と仕事を同じように両立させる」が、共働きである場合のほうが共働きではない場合に比

べ、９～10ポイント多くなっています。『ア 女性の生き方』については「仕事にも携わるが、

家庭又は個人の生活を優先させる」が共働きではない場合のほうが共働きである場合に比べ、

約４ポイント多くなっています。『イ 男性の生き方』については「家庭又は個人の生活にも携

わるが、あくまでも仕事を優先させる」が共働きではない場合のほうが共働きである場合に比

べ、約４ポイント多くなっています。 

 

【女性及び男性の望ましい生き方/共働きの状況別：共働きである】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女性及び男性の望ましい生き方/共働きの状況別：共働きではない】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

　
　上段：件数
　下段： ％

調
査
数

家
庭
又
は
個
人
の
生
活
よ
り
も
、

仕
事
に

専
念
す
る

家
庭
又
は
個
人
の
生
活
に
も
携
わ
る
が
、

あ
く
ま
で
も
仕
事
を
優
先
さ
せ
る

家
庭
又
は
個
人
の
生
活
と
仕
事
を
同
じ
よ

う
に
両
立
さ
せ
る

仕
事
に
も
携
わ
る
が
、

家
庭
又
は
個
人
の

生
活
を
優
先
さ
せ
る

仕
事
よ
り
も
、

家
庭
又
は
個
人
の
生
活
に

専
念
す
る

わ
か
ら
な
い

無
回
答

ア　女性の生き方 160 1 3 65 58 6 13 14
 100.0 0.6 1.9 40.6 36.3 3.8 8.1 8.8
イ　男性の生き方 160 4 39 67 19 1 9 21
 100.0 2.5 24.4 41.9 11.9 0.6 5.6 13.1

　
　上段：件数
　下段： ％

調
査
数

家
庭
又
は
個
人
の
生
活
よ
り
も
、

仕
事
に

専
念
す
る

家
庭
又
は
個
人
の
生
活
に
も
携
わ
る
が
、

あ
く
ま
で
も
仕
事
を
優
先
さ
せ
る

家
庭
又
は
個
人
の
生
活
と
仕
事
を
同
じ
よ

う
に
両
立
さ
せ
る

仕
事
に
も
携
わ
る
が
、

家
庭
又
は
個
人
の

生
活
を
優
先
さ
せ
る

仕
事
よ
り
も
、

家
庭
又
は
個
人
の
生
活
に

専
念
す
る

わ
か
ら
な
い

無
回
答

ア　女性の生き方 251 2 5 128 80 9 19 8
 100.0 0.8 2.0 51.0 31.9 3.6 7.6 3.2
イ　男性の生き方 251 10 52 128 29 2 15 15
 100.0 4.0 20.7 51.0 11.6 0.8 6.0 6.0
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Ⅱ 調査結果 

●子どもの有無別にみると、『ア 女性の生き方』『イ 男性の生き方』ともに「家庭又は個人の

生活と仕事を同じように両立させる」が、子どものいる場合のほうが子どものいない場合に比

べ、３～４ポイント多くなっています。『ア 女性の生き方』については「仕事にも携わるが、

家庭又は個人の生活を優先させる」が子どものいる場合のほうが子どものいない場合に比べ、

約３ポイント多くなっています。『イ 男性の生き方』については「家庭又は個人の生活にも携

わるが、あくまでも仕事を優先させる」が子どものいる場合のほうが子どものいない場合に比

べ、約７ポイント多くなっています。 
 

【女性及び男性の望ましい生き方/子どもの有無別：子どものいる】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女性及び男性の望ましい生き方/子どもの有無別：子どもがない】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

　
　上段：件数
　下段： ％

調
査
数

家
庭
又
は
個
人
の
生
活
よ
り
も
、

仕
事
に

専
念
す
る

家
庭
又
は
個
人
の
生
活
に
も
携
わ
る
が
、

あ
く
ま
で
も
仕
事
を
優
先
さ
せ
る

家
庭
又
は
個
人
の
生
活
と
仕
事
を
同
じ
よ

う
に
両
立
さ
せ
る

仕
事
に
も
携
わ
る
が
、

家
庭
又
は
個
人
の

生
活
を
優
先
さ
せ
る

仕
事
よ
り
も
、

家
庭
又
は
個
人
の
生
活
に

専
念
す
る

わ
か
ら
な
い

無
回
答

ア　女性の生き方 152 1 6 65 47 3 20 10
 100.0 0.7 3.9 42.8 30.9 2.0 13.2 6.6
イ　男性の生き方 152 4 25 67 22 3 21 10
 100.0 2.6 16.4 44.1 14.5 2.0 13.8 6.6

　
　上段：件数
　下段： ％

調
査
数

家
庭
又
は
個
人
の
生
活
よ
り
も
、

仕
事
に

専
念
す
る

家
庭
又
は
個
人
の
生
活
に
も
携
わ
る
が
、

あ
く
ま
で
も
仕
事
を
優
先
さ
せ
る

家
庭
又
は
個
人
の
生
活
と
仕
事
を
同
じ
よ

う
に
両
立
さ
せ
る

仕
事
に
も
携
わ
る
が
、

家
庭
又
は
個
人
の

生
活
を
優
先
さ
せ
る

仕
事
よ
り
も
、

家
庭
又
は
個
人
の
生
活
に

専
念
す
る

わ
か
ら
な
い

無
回
答

ア　女性の生き方 413 3 8 194 138 17 29 24
 100.0 0.7 1.9 47.0 33.4 4.1 7.0 5.8
イ　男性の生き方 413 11 98 194 49 2 21 38
 100.0 2.7 23.7 47.0 11.9 0.5 5.1 9.2
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Ⅱ 調査結果 

【（参考）男女の望ましい生き方/福島県】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画・女性の活躍促進に関する意識調査報告書（令和元年福島県） 
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Ⅱ 調査結果 

４ 子育てや子どもの教育について 

 

（１）子どもに受けさせたい教育段階 

●子どもに受けさせたい教育段階については、女の子の場合、男の子の場合ともに「大学」が最

も多くなっていますが、女の子の場合は 50.5％、男の子の場合は 59.8％と、男の子の場合の

ほうが、女の子の場合を約９ポイント上回っています。以下ともに「各種学校・専修学校」「高

等学校」と続いています。 

●石川町と福島県を比較すると、女の子の場合、男の子の場合ともに「大学」が最も多くなって

いますが、その割合は男の子の場合のほうが、女の子の場合に比べ、多くなっている点は福島

県と同様になっています。 
 

問 11 あなたは自分のお子さんに、どの程度までの教育を受けさせたいと思いますか。 

   ※お子さんがいらっしゃらない方、または、お子さんの性別がどちらか一方の方、お子さん

が既に学校を終えられた方も、ご自分に女の子と男の子がいると仮定してお答えください。 

①女の子の場合（１つに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②男の子の場合（１つに○） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全  体 (580)

男性 (256)

女性 (313)

0.0

0.3

12.5

9.6

16.8

18.5

3.9

4.2

53.1

49.2

1.6

1.9

3.5

5.8

2.3

4.5

6.3

6.1

(%)
ｎ

0.2

11.4 17.8 4.0 50.5

1.7

4.7 3.4 6.4

(%)

中

学

校

高

等

学

校

各

種

学

校

・

専

修

学

校

短

期

大

学

大

学

大

学

院

そ

の

他

わ

か

ら

な

い

無

回

答

全  体 (580)

男性 (256)

女性 (313)

0.4

0.6

11.7

7.7

9.8

12.5

0.8

0.3

62.9

58.5

3.9

4.2

3.1

5.1

2.0

4.5

5.5

6.7

(%)
ｎ

0.5

10.0 11.6

0.5

59.8 4.0 4.1 3.3 6.2

(%)

中

学

校

高

等

学

校

各

種

学

校

・

専

修

学

校

短

期

大

学

大

学

大

学

院

そ

の

他

わ

か

ら

な

い

無

回

答
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Ⅱ 調査結果 

【子どもに受けさせたい教育段階 ①女の子の場合/共働きの状況別/子どもの有無別】 

●共働きの状況別にみると、共働きである場合は「大学」が共働きではない場合と比べ、約６ポ

イント多くなっています。また、共働きではない場合は「各種学校・専修学校」共働きである

場合が約８ポイント多くなっています。 

●子どもの有無別にみると、子どものいる場合は「各種学校・専修学校」が子どものいない場合

に比べ、約 11ポイント多くなっています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【子どもに受けさせたい教育段階 ②男の子の場合/共働きの状況別/子どもの有無別】 

●共働きの状況別にみると、どちらも「大学」が６割以上となっています。 

●子どもの有無別にみると、子どものいない場合は「高等学校」が子どものいる場合に比べ、約

７ポイント多くなっています。また、子どものいる場合は「大学」が子どものいない場合に比

べ、約 9ポイント多くなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

　
　　　　　　上段：件数
　　　　　　下段： ％

調
査
数

中
学
校

高
等
学
校

各
種
学
校
・
専
修
学
校

短
期
大
学

大
学

大
学
院

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全  体 580 3 58 67 3 347 23 24 19 36
 100.0 0.5 10.0 11.6 0.5 59.8 4.0 4.1 3.3 6.2
共働きの状況別
共働きである 251 1 23 30      - 155 13 10 6 13
 100.0 0.4 9.2 12.0      - 61.8 5.2 4.0 2.4 5.2
共働きではない 160      - 13 24      - 99 7 6 3 8
 100.0      - 8.1 15.0      - 61.9 4.4 3.8 1.9 5.0
子どもの有無別
いる 413 2 34 56 2 258 16 14 10 21
 100.0 0.5 8.2 13.6 0.5 62.5 3.9 3.4 2.4 5.1
いない 152 1 23 10 1 82 7 10 9 9
 100.0 0.7 15.1 6.6 0.7 53.9 4.6 6.6 5.9 5.9

　
　　　　　　上段：件数
　　　　　　下段： ％

調
査
数

中
学
校

高
等
学
校

各
種
学
校
・
専
修
学
校

短
期
大
学

大
学

大
学
院

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全  体 580 1 66 103 23 293 10 27 20 37
 100.0 0.2 11.4 17.8 4.0 50.5 1.7 4.7 3.4 6.4
共働きの状況別
共働きである 251      - 27 42 9 138 4 12 8 11
 100.0      - 10.8 16.7 3.6 55.0 1.6 4.8 3.2 4.4
共働きではない 160      - 14 39 7 78 4 7 1 10
 100.0      - 8.8 24.4 4.4 48.8 2.5 4.4 0.6 6.3
子どもの有無別
いる 413      - 39 86 17 214 7 17 11 22
 100.0      - 9.4 20.8 4.1 51.8 1.7 4.1 2.7 5.3
いない 152 1 27 15 5 75 3 10 9 7
 100.0 0.7 17.8 9.9 3.3 49.3 2.0 6.6 5.9 4.6
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Ⅱ 調査結果 

【（参考）子どもに受けさせたい教育の程度/福島県】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画・女性の活躍促進に関する意識調査報告書（令和元年福島県） 
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Ⅱ 調査結果 

（２）人権や男女平等意識の育成のために、学校教育の場で必要だと思うこと 

●人権や男女平等意識の育成のために、学校教育の場で必要だと思うことについては、「学校に

おける、進路指導や職業（キャリア）教育について、男女を問わず、生徒個人の希望や能力を

重視して行う」が 68.4％で最も多く、以下「学校における、部活動やクラブ活動等の役割分

担について、男女を問わず、生徒個人の希望と能力を重視する」（57.6％）、「学校において、

人権や男女平等に関する授業を行う」（47.2％）となっています。 

●男女別にみても、大きな違いはみられません。 

●石川町と福島県を比較すると、設問は少し異なりますが、福島県と同様に「学校における、進

路指導や職業（キャリア）教育について、男女を問わず、生徒個人の希望や能力を重視して行

う」が最も多く、以下「学校における、部活動やクラブ活動等の役割分担について、男女を問

わず、生徒個人の希望と能力を重視する」「学校において、人権や男女平等に関する授業を行

う」「学校の教員に対し、人権や男女平等に関する関する研修を行う」の順となっています。石

川町では「家庭教育学級、PTA 等の会合などを利用し、保護者や地域の方を対象とした人権

や男女平等に関する講座を行う」が５番目に多いですが、福島県は６番目に多く、また石川町

では「女性の管理職を増やす」が６番目に多いですが、福島県では５番目に多くなっています。 
 

問 12 次の世代を担う子どもたちに対して、家庭や学校で人権や男女平等意識の育成を重視した教

育が重要であるという考え方がありますが、具体的にはどのようなことが必要だと思います

か。次の中からすべて選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

女性の管理職を増やす

その他

今のままでよい

わからない

無回答

家庭教育学級、ＰＴＡ等の会合などを活用し、保護者や地域
の方を対象とした人権や男女平等に関する講座を行う

学校における、進路指導や職業（キャリア）教育について、男
女を問わず、生徒個人の希望や能力を重視して行う

学校における、部活動やクラブ活動等の役割分担について、
男女を問わず、生徒個人の希望と能力を重視する

学校において、人権や男女平等に関する授業を行う

学校の教員に対し、人権や男女平等に関する研修を行う

68.4

57.6

47.2

28.4

25.0

20.3

2.1

1.7

6.7

4.7

66.4

55.9

48.0

29.7

24.6

21.1

2.3

2.3

6.6

3.1

70.9

59.4

45.7

27.2

25.6

19.2

1.9

1.3

7.0

5.4

0 20 40 60 80 100

全 体 n=(580)  

男性 n=(256)  

女性 n=(313)  

(%)(%)



 

- 29 - 

 

Ⅱ 調査結果 

【（参考）人権や男女平等意識の育成のために、学校教育の場で必要だと思うこと/福島県】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画・女性の活躍促進に関する意識調査報告書（令和元年福島県） 
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Ⅱ 調査結果 

５ 職業生活について 

 

（１）女性が職業を持つことに対する考え 

●女性が職業を持つことについては、「職業は一生持ち続けるほうがよい」が 61.7％と最も多

く、以下「子どもができたら職業をやめ、子どもが大きくなったら再就職するのがよい」

（17.6％）となっています。 

●男女別にみると、女性では「職業は一生持ち続けるほうがよい」が 66.1％と、男性（56.3％）

に比べ、約 10ポイント上回っています。 

●共働きの状況別にみると、共働きである場合は「職業は一生持ち続けるほうがよい」が 70.1％

と、共働きではない場合（51.9％）に比べ、約 18ポイント上回っています。また、共働きで

はない場合は「子どもができたら職業をやめ、子どもが大きくなったら再就職するのがよい」

が 26.3％と、共働きである場合（13.9％）に比べ、約 12ポイント上回っています。 

●子どもの有無別にみると、子どものいる場合は「職業は一生持ち続けるほうがよい」が 63.9％

と、子どものいない場合（55.3％）に比べ、約９ポイント上回っています。 

●石川町と福島県を比較すると、「職業は一生持ち続けるほうがよい」が最も多い点は福島県と

同様になっています。 
 

問 13 あなたは、女性が職業を持つことについてどう思いますか。 

次の中からあなたのお考えに最も近いものを１つ選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全  体 (580)

男性 (256)

女性 (313)

56.3

66.1

1.6

1.6
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2.2

21.9

14.1

0.0

0.0

8.2
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3.1

5.1

(%)
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た
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い
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よ
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そ
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わ
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ら
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い

無

回

答
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Ⅱ 調査結果 

【女性が職業を持つことに対する考え/共働きの状況別/子どもの有無別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【（参考）女性が職業を持つことについて/福島県】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画・女性の活躍促進に関する意識調査報告書（令和元年福島県） 

 

　
　　　　　　上段：件数
　　　　　　下段： ％

調
査
数

職
業
は
一
生
持
ち
続
け
る
ほ
う
が
よ

い 結
婚
す
る
ま
で
は
、

職
業
を
持
つ
ほ

う
が
よ
い

子
ど
も
が
で
き
る
ま
で
は
、

職
業
を

持
つ
ほ
う
が
よ
い

子
ど
も
が
で
き
た
ら
職
業
を
や
め
、

子
ど
も
が
大
き
く
な
っ

た
ら
再
就
職

す
る
の
が
よ
い

女
性
は
職
業
を
持
た
な
い
ほ
う
が
よ

い そ
の
他

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全  体 580 358 9 14 102      - 43 29 25
 100.0 61.7 1.6 2.4 17.6      - 7.4 5.0 4.3
共働きの状況別
共働きである 251 176 3 5 35      - 14 11 7
 100.0 70.1 1.2 2.0 13.9      - 5.6 4.4 2.8
共働きではない 160 83 2 5 42      - 13 5 10
 100.0 51.9 1.3 3.1 26.3      - 8.1 3.1 6.3
子どもの有無別
いる 413 264 5 8 73      - 31 16 16
 100.0 63.9 1.2 1.9 17.7      - 7.5 3.9 3.9
いない 152 84 4 6 28      - 12 12 6
 100.0 55.3 2.6 3.9 18.4      - 7.9 7.9 3.9
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Ⅱ 調査結果 

（２）女性が働き続けるために必要なこと 

●女性が働き続けるために必要なことについては、「労働時間短縮、就業時間や有給休暇取得に

柔軟性を持たせる」が 36.2％、「賃金、仕事内容など労働条件面の男女差をなくす」が 33.4％

とともに多く、以下「育児・介護休業制度、諸手当を充実する」（29.8％）、「パート、派遣労

働者等の労働条件を改善する」（23.6％）、「セクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメ

ント等のない職場をつくる」（21.9％）、「家事・育児・介護は女性がするものという社会の意

識を改める」（21.2％）となっています。 

●男女別にみると、男性では「賃金、仕事内容など労働条件面の男女差をなくす」が 39.1％と

女性（28.1％）に比べ、約 10ポイント上回っています。 

●石川町と福島県を比較すると、設問は少し異なりますが、「労働時間短縮、就業時間や有給休暇

取得に柔軟性を持たせる」、「賃金、仕事内容など労働条件面の男女差をなくす」がともに多い

点は福島県と同様になっています。 
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Ⅱ 調査結果 
 

問 14 女性が働き続けるために、どのようなことが特に必要だと思いますか。 

次の中から３つまで選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

労働時間短縮、就業時間や有給
休暇取得に柔軟性を持たせる

賃金、仕事内容など労働条件面
の男女差をなくす

育児・介護休業制度、諸手当を充
実する

パート、派遣労働者等の労働条件
を改善する

セクシュアル・ハラスメントやパ
ワー・ハラスメント等のない
職場をつくる

家事・育児・介護は女性がするも
のという社会の意識を改める

公的・民間・企業内の託児施設、
託児サービスを充実する

家族の理解と協力を得る

育児・介護等で退職した後の再雇
用制度を充実する

職場の上司や同僚の理解と協力
を得る

女性自身が仕事に対する意欲・能
力を高める

公的・民間の介護施設、介護サー
ビスを充実する

昇進、昇格の機会を確保する

研修や職業訓練の機会を確保す
る

その他

わからない

無回答
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3.8
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全 体 n=(580)  

男性 n=(256)  

女性 n=(313)  

(%)
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Ⅱ 調査結果 

●共働きの状況別にみると、共働きである場合は「労働時間短縮、就業時間や有給休暇取得に柔

軟性を持たせる」「賃金、仕事内容など労働条件面の男女差をなくす」「育児・介護休業制度、

諸手当を充実する」「公的・民間・企業内の託児施設、託児サービスを充実する」「公的・民間

の介護施設、介護サービスを充実する」が共働きではない場合に比べ、約３～９ポイント上回

っています。また、共働きではない場合は「パート、派遣労働者等の労働条件を改善する」「家

事・育児・介護は女性がするものという社会の意識を改める」「家族の理解と協力を得る」「女

性自身が仕事に対する意欲・能力を高める」が共働きである場合に比べ、約３～10 ポイント

上回っています。 

 

【女性が働き続けるために必要なこと/共働きの状況別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

　
　
上段：件数
下段： ％

職
場
の
上
司
や
同
僚
の
理
解
と
協
力

を
得
る

女
性
自
身
が
仕
事
に
対
す
る
意
欲
・

能
力
を
高
め
る

公
的
・
民
間
の
介
護
施
設
、

介
護

サ
ー

ビ
ス
を
充
実
す
る

昇
進
、

昇
格
の
機
会
を
確
保
す
る

研
修
や
職
業
訓
練
の
機
会
を
確
保
す

る そ
の
他

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全  体 94 82 61 46 11 4 8 23
 16.2 14.1 10.5 7.9 1.9 0.7 1.4 4.0
共働きの状況別
共働きである 45 35 31 23 5 2 1 7
 17.9 13.9 12.4 9.2 2.0 0.8 0.4 2.8
共働きではない 26 27 13 7 2      - 4 9
 16.3 16.9 8.1 4.4 1.3      - 2.5 5.6

　
　
上段：件数
下段： ％

調
査
数

労
働
時
間
短
縮
、

就
業
時
間
や
有
給

休
暇
取
得
に
柔
軟
性
を
持
た
せ
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事
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容
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ど
労
働
条
件
面

の
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差
を
な
く
す

育
児
・
介
護
休
業
制
度
、

諸
手
当
を

充
実
す
る

パ
ー

ト
、

派
遣
労
働
者
等
の
労
働
条

件
を
改
善
す
る

セ
ク
シ
ュ

ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
や

パ
ワ
ー

・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
等
の
な
い

職
場
を
つ
く
る

家
事
・
育
児
・
介
護
は
女
性
が
す
る

も
の
と
い
う
社
会
の
意
識
を
改
め
る

公
的
・
民
間
・
企
業
内
の
託
児
施

設
、

託
児
サ
ー

ビ
ス
を
充
実
す
る

家
族
の
理
解
と
協
力
を
得
る

育
児
・
介
護
等
で
退
職
し
た
後
の
再

雇
用
制
度
を
充
実
す
る

全  体 580 210 194 173 137 127 123 113 105 102
 100.0 36.2 33.4 29.8 23.6 21.9 21.2 19.5 18.1 17.6
共働きの状況別
共働きである 251 99 88 80 51 53 49 57 40 43
 100.0 39.4 35.1 31.9 20.3 21.1 19.5 22.7 15.9 17.1
共働きではない 160 58 47 43 49 32 38 22 38 29
 100.0 36.3 29.4 26.9 30.6 20.0 23.8 13.8 23.8 18.1
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Ⅱ 調査結果 

【（参考）女性が働き続けるために必要なこと/福島県】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画・女性の活躍促進に関する意識調査報告書（令和元年福島県） 
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Ⅱ 調査結果 

６ 社会参画について 

 

（１）社会活動、地域活動で参加しているもの 

●社会活動、地域活動で参加しているものについては、「自治会・町内会の役員活動」が 25.3％、

「趣味・サークル・スポーツ等の活動」が 24.1％とともに多く、以下「各種ボランティア、

ＮＰＯ」（11.2％）、「環境・美化・自然保護活動」（9.0％）となっています。なお、「参加して

いるものはない」は 44.0％となっています。 

●男女別にみると、男性では「自治会・町内会の役員活動」が 40.2％と女性（13.1％）に比べ、

約 27ポイント上回っています。 

●年齢別にみると、40歳以上は「自治会・町内会の役員活動」「趣味・サークル・スポーツ等の

活動」が 39歳以下に比べ、多くなっています。 

●石川町と福島県を比較すると、石川町は「自治会・町内会の役員活動」が最も多くなっていま

すが、福島県は「趣味・サークル・スポーツ等の活動」が最も多くなっています。また、福島

県で５番目に多かった「各種ボランティア、NPO」は石川町では３番目に多くなっています。 
 

問 15 職業以外に、次のような社会活動、地域活動の中で、あなたが参加しているものをすべて選

んでください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治会・町内会の役員活動

趣味・サークル・スポーツ等の活動

各種ボランティア、ＮＰＯ

環境・美化・自然保護活動

ＰＴＡ活動

各種女性団体の活動

子ども会・青少年グループの世話

政治活動・労働組合活動

国際交流、国際理解活動

消費者団体等の消費者活動

その他

参加しているものはない

無回答

25.3

24.1

11.2

9.0

5.7

4.1

3.4

2.9

0.7

0.2

1.9

44.0

3.4

40.2

28.9

13.7

14.8

7.0

0.0

5.1

3.9

1.2

0.0

2.7

32.4

3.5

13.1

20.4

8.6

4.5

4.5

7.7

1.9

2.2

0.3

0.3

1.0

54.0

3.5

0 20 40 60 80 100

全 体 n=(580)  

男性 n=(256)  

女性 n=(313)  

(%)
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Ⅱ 調査結果 

【社会活動、地域活動で参加しているもの/年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【（参考）参加している社会活動・地域活動の種類/福島県】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画・女性の活躍促進に関する意識調査報告書（令和元年福島県） 

上段：件数
下段： ％

調
査
数

自
治
会
・
町
内
会
の
役
員
活
動

趣
味
・
サ
ー

ク
ル
・
ス
ポ
ー

ツ
等
の

活
動

各
種
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
、

Ｎ
Ｐ
Ｏ

環
境
・
美
化
・
自
然
保
護
活
動

Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動

各
種
女
性
団
体
の
活
動

子
ど
も
会
・
青
少
年
グ
ル
ー

プ
の
世

話 政
治
活
動
・
労
働
組
合
活
動

国
際
交
流
、

国
際
理
解
活
動

消
費
者
団
体
等
の
消
費
者
活
動

そ
の
他

参
加
し
て
い
る
も
の
は
な
い

無
回
答

全  体 580 147 140 65 52 33 24 20 17 4 1 11 255 20
 100.0 25.3 24.1 11.2 9.0 5.7 4.1 3.4 2.9 0.7 0.2 1.9 44.0 3.4
年齢別
２９歳以下 35      - 8 3 2      -      -      - 1 2      -      - 21 2
 100.0      - 22.9 8.6 5.7      -      -      - 2.9 5.7      -      - 60.0 5.7
３０～３９歳 47 5 6 3      - 5 1 2 1      -      - 2 30      -
 100.0 10.6 12.8 6.4      - 10.6 2.1 4.3 2.1      -      - 4.3 63.8      -
４０～４９歳 83 16 20 9 6 13 1 7 4      - 1      - 38 2
 100.0 19.3 24.1 10.8 7.2 15.7 1.2 8.4 4.8      - 1.2      - 45.8 2.4
５０～５９歳 108 32 22 7 5 10 3 7 4      -      -      - 50 4
 100.0 29.6 20.4 6.5 4.6 9.3 2.8 6.5 3.7      -      -      - 46.3 3.7
６０～６９歳 181 55 47 22 23 2 15 3 4 1      - 5 69 4
 100.0 30.4 26.0 12.2 12.7 1.1 8.3 1.7 2.2 0.6      - 2.8 38.1 2.2
７０歳以上 121 37 36 18 16 3 4 1 3 1      - 3 46 8
 100.0 30.6 29.8 14.9 13.2 2.5 3.3 0.8 2.5 0.8      - 2.5 38.0 6.6
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Ⅱ 調査結果 

（２）女性が仕事、家庭、育児、介護、地域活動等に積極的に参加するために必要なこと 

●女性が仕事、家庭、育児、介護、地域活動等に積極的に参加するために必要なことについては、

「労働時間短縮や、男女ともに取得しやすい育児、介護、ボランティア等の休暇・休業制度を

普及させること」が 46.2％と最も多く、以下「男女の役割分担についての社会通念、習慣、

しきたりを改めること」（39.8％）、「男女ともに、家事などができるようなしつけや育て方を

すること」（32.4％）、「官民ともに育児･介護に係る施設や、家事･育児･介護に係るサービス等

を充実すること」（26.2％）、「パートタイマー、派遣労働者等の労働条件を向上させること」

（21.7％）となっています。 

●男女別にみると、女性では「男女ともに、家事などができるようなしつけや育て方をすること」

が 38.3％と男性（24.6％）に比べ、約 14ポイント上回っています。 

●年齢別にみると、40歳以上は「官民ともに育児･介護に係る施設や、家事･育児･介護に係るサ

ービス等を充実すること」が 39歳以下に比べ、14ポイント以上上回っています。 
 

問 16 今後、女性と男性がともに仕事、家庭、育児、介護、地域活動等に積極的に参加していくた

めには、どのようなことが必要だと思いますか。次の中から３つまで選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政や民間、地域社会などにおける政策・方針決定の場に女
性を積極的に登用すること

労働時間短縮や、男女ともに取得しやすい育児、介護、ボラ
ンティア等の休暇・休業制度を普及させること

男女の役割分担についての社会通念、習慣、しきたりを改め
ること

男女ともに、家事などができるようなしつけや育て方をすること

官民ともに育児･介護に係る施設や、家事･育児･介護に係る
サービス等を充実すること

パートタイマー、派遣労働者等の労働条件を向上させること

年功序列、終身雇用等の従来の雇用制度を見直し、再雇用
や中途採用枠の拡大など柔軟な制度を普及させること

男性が生活面において自立できるような能力を身に付けるこ
と

学校教育や生涯学習の場において、男女共同参画について
の学習を充実すること

雇用機会や昇進など、職場における男女の対等な取り扱いを
周知徹底すること

女性自身が経済的に自立し、社会的責任を果たせるような能
力を身に付けること

その他

わからない

無回答

46.2

39.8

32.4

26.2

21.7

19.3

16.0

15.0

14.7

12.8

10.0

1.9

4.7

3.1

40.2

44.9

24.6

24.6

25.4

17.6

16.0

12.5

16.8

18.4

8.2

2.3

5.5

3.1

51.8

35.5

38.3

27.5

18.8

19.8

16.3

16.9

13.1

7.7

11.2

1.6

4.2

3.2

0 20 40 60 80 100

全 体 n=(580)  

男性 n=(256)  

女性 n=(313)  

(%)
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Ⅱ 調査結果 

【女性が仕事、家庭、育児、介護、地域活動に積極的に参加するために必要なこと/年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

　
　
上段：件数
下段： ％

そ
の
他

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全  体 11 27 18
 1.9 4.7 3.1
年齢別
２９歳以下      - 1 1
      - 2.9 2.9
３０～３９歳      - 2      -
      - 4.3      -
４０～４９歳 4 4 1
 4.8 4.8 1.2
５０～５９歳 3 5 4
 2.8 4.6 3.7
６０～６９歳 2 8 4
 1.1 4.4 2.2
７０歳以上 2 7 8
 1.7 5.8 6.6

　
　
上段：件数
下段： ％

調
査
数

労
働
時
間
短
縮
や
、

男
女
と
も
に
取
得
し
や
す
い

育
児
、

介
護
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
等
の
休
暇
・
休
業

制
度
を
普
及
さ
せ
る
こ
と

男
女
の
役
割
分
担
に
つ
い
て
の
社
会
通
念
、

習

慣
、

し
き
た
り
を
改
め
る
こ
と

男
女
と
も
に
、

家
事
な
ど
が
で
き
る
よ
う
な
し
つ

け
や
育
て
方
を
す
る
こ
と

官
民
と
も
に
育
児
・
介
護
に
係
る
施
設
や
、

家

事
・
育
児
・
介
護
に
係
る
サ
ー

ビ
ス
等
を
充
実
す

る
こ
と

パ
ー

ト
タ
イ
マ
ー
、

派
遣
労
働
者
等
の
労
働
条
件

を
向
上
さ
せ
る
こ
と

年
功
序
列
、

終
身
雇
用
等
の
従
来
の
雇
用
制
度
を

見
直
し
、

再
雇
用
や
中
途
採
用
枠
の
拡
大
な
ど
柔

軟
な
制
度
を
普
及
さ
せ
る
こ
と

男
性
が
生
活
面
に
お
い
て
自
立
で
き
る
よ
う
な
能

力
を
身
に
付
け
る
こ
と

学
校
教
育
や
生
涯
学
習
の
場
に
お
い
て
、

男
女
共

同
参
画
に
つ
い
て
の
学
習
を
充
実
す
る
こ
と

雇
用
機
会
や
昇
進
な
ど
、

職
場
に
お
け
る
男
女
の

対
等
な
取
り
扱
い
を
周
知
徹
底
す
る
こ
と

行
政
や
民
間
、

地
域
社
会
な
ど
に
お
け
る
政
策
・

方
針
決
定
の
場
に
女
性
を
積
極
的
に
登
用
す
る
こ

と 女
性
自
身
が
経
済
的
に
自
立
し
、

社
会
的
責
任
を

果
た
せ
る
よ
う
な
能
力
を
身
に
付
け
る
こ
と

全  体 580 268 231 188 152 126 112 93 87 85 74 58
 100.0 46.2 39.8 32.4 26.2 21.7 19.3 16.0 15.0 14.7 12.8 10.0
年齢別
２９歳以下 35 21 14 14 4 6 10 4 5 9 1 4
 100.0 60.0 40.0 40.0 11.4 17.1 28.6 11.4 14.3 25.7 2.9 11.4
３０～３９歳 47 25 24 22 5 12 6 11 2 7 4 6
 100.0 53.2 51.1 46.8 10.6 25.5 12.8 23.4 4.3 14.9 8.5 12.8
４０～４９歳 83 40 30 28 26 24 11 15 10 15 8 5
 100.0 48.2 36.1 33.7 31.3 28.9 13.3 18.1 12.0 18.1 9.6 6.0
５０～５９歳 108 56 45 34 28 18 20 15 16 15 14 9
 100.0 51.9 41.7 31.5 25.9 16.7 18.5 13.9 14.8 13.9 13.0 8.3
６０～６９歳 181 73 79 54 55 33 39 27 32 23 26 21
 100.0 40.3 43.6 29.8 30.4 18.2 21.5 14.9 17.7 12.7 14.4 11.6
７０歳以上 121 52 37 34 31 33 25 21 20 16 19 12
 100.0 43.0 30.6 28.1 25.6 27.3 20.7 17.4 16.5 13.2 15.7 9.9
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Ⅱ 調査結果 

（３）女性が地域活動のリーダーになるために必要なこと 

●女性が地域活動のリーダーになるために必要なことについては、「女性が地域活動のリーダー

になることに対する男性の抵抗感をなくすこと」が 47.4％、「女性が地域活動のリーダーにな

ることに対する女性自身の抵抗感をなくすこと」が 45.5％とともに多く、以下「社会の中で、

女性が地域活動のリーダーになることについて、その評価を高めること」（31.0％）、「女性が

地域活動のリーダーになることについて、啓発や情報提供・研修を行うこと」（21.9％）、「女

性が地域活動のリーダーになる割合が一定以上となるような取組を進めること」（21.0％）と

なっています。 

●男女別にみると、男性では「女性が地域活動のリーダーになることに対する男性の抵抗感をな

くすこと」が 52.0％と女性（43.8％）に比べ、約８ポイント上回っています。 
 

問 17 あなたは、自治会長やＰＴＡ会長など、女性が地域活動のリーダーになるためには、どのよ

うなことが必要だと思いますか。次の中からすべて選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

女性が地域活動のリーダーになることに対
する男性の抵抗感をなくすこと

女性が地域活動のリーダーになることに対
する女性自身の抵抗感をなくすこと

社会の中で、女性が地域活動のリーダー
になることについて、その評価を高めること

女性が地域活動のリーダーになることにつ
いて、啓発や情報提供・研修を行うこと

女性が地域活動のリーダーになる割合が
一定以上となるような取組を進めること

その他

特にない

わからない

無回答

47.4

45.5

31.0

21.9

21.0

0.9

8.4

10.2

3.4

52.0

48.8

28.1

19.9

21.9

1.2

7.4

6.6

4.3

43.8

42.8

32.3

23.0

19.5

0.6

8.9

13.4

2.9

0 20 40 60 80 100

全 体 n=(580)  

男性 n=(256)  

女性 n=(313)  

(%)
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Ⅱ 調査結果 

７ 人権について 

 

（１）女性の人権が尊重されていないと感じること 

●女性の人権が尊重されていないと感じることについては、「「女は家庭」「女は補助的仕事」な

ど、男女の固定的な役割分担意識や価値観を押し付けること」が 63.1％で最も多く、以下「職

場におけるセクシュアル・ハラスメント」（42.9％）、「家庭内における夫から妻に対する暴力」

（34.8％）、「売春・買春（いわゆる「援助交際」を含む）」（28.8％）、「ポルノ産業や女性の

働く風俗営業」（22.4％）となっています。 

●男女別にみると、女性では「「女は家庭」「女は補助的仕事」など、男女の固定的な役割分担意

識や価値観を押し付けること」（67.4％）、「家庭内における夫から妻に対する暴力」（39.0％）

が、男性に比べ約９ポイント上回っています。 

●石川町と福島県を比較すると、福島県は単一回答であるため設問は異なりますが、「「女は家庭」

「女は補助的仕事」など、男女の固定的な役割分担意識や価値観を押し付けること」「職場にお

けるセクシュアル・ハラスメント」「家庭内における夫から妻に対する暴力」が上位３項目であ

る点は福島県と同様になっています。 
 

問 18 あなたが、女性の人権が尊重されていないと感じるのは、どのようなことですか。次の中か

らすべて選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「女は家庭」「女は補助的仕事」など、男女
の固定的な役割分担意識や価値観を押し
付けること

職場におけるセクシュアル・ハラスメント

家庭内における夫から妻に対する暴力

売春・買春（いわゆる「援助交際」を含む）

ポルノ産業や女性の働く風俗営業

女性のヌード写真などを掲載した雑誌・広
告、女性の身体を強調したテレビ番組など

「女流○○」「未亡人」のように女性だけに
用いられる言葉

女性の容姿を競うミス・コンテスト

その他

特にない

わからない

無回答

63.1

42.9

34.8

28.8

22.4

20.5

16.0

12.1

1.0

7.4

8.1

3.4

58.2

43.4

29.7

26.6

22.3

16.0

14.8

10.2

0.4

9.0

7.4

4.3

67.4

43.5

39.0

30.7

22.4

24.3

17.3

13.4

1.6

5.8

8.9

2.9

0 20 40 60 80 100

全 体 n=(580)  

男性 n=(256)  

女性 n=(313)  

(%)
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Ⅱ 調査結果 

【（参考）女性の人権が尊重されていないと感じること/福島県】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画・女性の活躍促進に関する意識調査報告書（令和元年福島県） 
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Ⅱ 調査結果 

（２）男女が生涯にわたり心身ともに健康であるために大切だと思うこと 

●男女が生涯にわたり心身ともに健康であるために大切だと思うことについては、「思春期、青

年期、更年期、老年期などの年代にあわせた健康づくりの推進」が 45.7％、「学校における人

権尊重及び健康の視点に立った性教育の実施」が 44.3％とともに多く、以下「心身にわたる

様々な悩みに対応する相談体制の整備」（40.0％）、「男女が、性生活について主体的・総合的

に判断する力をつけること」（35.9％）、「妊娠、出産、避妊、中絶に関する情報の共有」（31.6％）

となっています。 

●男女別にみると、男性では「学校における人権尊重及び健康の視点に立った性教育の実施」

（46.9％）が最も多く、３番目に多い「男女が、性生活について主体的・総合的に判断する力

をつけること」（39.5％）とともに、女性に比べ、５ポイント以上上回っています。女性では

「思春期、青年期、更年期、老年期などの年代にあわせた健康づくりの推進」（47.9％）が最

も多く、２番目に多い「心身にわたる様々な悩みに対応する相談体制の整備」（42.2％）とと

もに、男性に比べ、約５ポイント上回っています。 

●石川町と福島県を比較すると、「思春期、青年期、更年期、老年期などの年代にあわせた健康づ

くりの推進」「学校における人権尊重及び健康の視点に立った性教育の実施」「心身にわたる

様々な悩みに対応する相談体制の整備」が上位３項目である点は福島県と同様になっていま

す。 

問 19 女性は、妊娠、出産を担う性であることからもわかるように、男性と女性では異なる体や心 

の問題に直面することがあります。男女が生涯にわたり心身ともに健康であるためには、ど 

のようなことが大切だと思いますか。次の中からすべて選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

思春期、青年期、更年期、老年期など
の年代にあわせた健康づくりの推進

学校における人権尊重及び健康の視
点に立った性教育の実施

心身にわたる様々な悩みに対応する相
談体制の整備

男女が、性生活について主体的・総合
的に判断する力をつけること

妊娠、出産、避妊、中絶に関する情報
の共有

女性専用外来の設置などに代表され
る、性差医療の充実

職場等でのメンタルヘルス体制の充実

その他

特にない

わからない

無回答

45.7

44.3

40.0

35.9

31.6

26.7

24.5

0.9

2.8

7.1

7.2

43.0

46.9

37.5

39.5

29.7

26.2

24.6

0.8

2.7

7.0

6.6

47.9

41.5

42.2

32.3

32.9

27.2

24.3

1.0

2.6

7.3

8.0

0 20 40 60 80 100

全 体 n=(580)  

男性 n=(256)  

女性 n=(313)  

(%)
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Ⅱ 調査結果 

●年齢別にみると、39 歳以下は「男女が、性生活について主体的・総合的に判断する力をつけ

ること」「妊娠、出産、避妊、中絶に関する情報の共有」「女性専用外来の設置などに代表され

る、性差医療の充実」「職場等でのメンタルヘルス体制の充実」が 40 歳以上に比べ、約６～

39ポイント上回っています。 
  

【男女が生涯にわたり心身ともに健康であるために大切だと思うこと/年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【（参考）男女が生涯にわたり心身共に健康であるために大切なこと/福島県】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画・女性の活躍促進に関する意識調査報告書（令和元年福島県） 
  

　
　
上段：件数
下段： ％

調
査
数

思
春
期
、

青
年
期
、

更
年
期
、

老
年

期
な
ど
の
年
代
に
あ
わ
せ
た
健
康
づ

く
り
の
推
進

学
校
に
お
け
る
人
権
尊
重
及
び
健
康

の
視
点
に
立
っ

た
性
教
育
の
実
施

心
身
に
わ
た
る
様
々
な
悩
み
に
対
応

す
る
相
談
体
制
の
整
備

男
女
が
、

性
生
活
に
つ
い
て
主
体

的
・
総
合
的
に
判
断
す
る
力
を
つ
け

る
こ
と

妊
娠
、

出
産
、

避
妊
、

中
絶
に
関
す

る
情
報
の
共
有

女
性
専
用
外
来
の
設
置
な
ど
に
代
表

さ
れ
る
、

性
差
医
療
の
充
実

職
場
等
で
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
体
制

の
充
実

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全  体 580 265 257 232 208 183 155 142 5 16 41 42
 100.0 45.7 44.3 40.0 35.9 31.6 26.7 24.5 0.9 2.8 7.1 7.2
年齢別
２９歳以下 35 17 16 12 18 21 14 15 1 2 1      -
 100.0 48.6 45.7 34.3 51.4 60.0 40.0 42.9 2.9 5.7 2.9      -
３０～３９歳 47 18 22 20 25 24 18 19      -      - 7 2
 100.0 38.3 46.8 42.6 53.2 51.1 38.3 40.4      -      - 14.9 4.3
４０～４９歳 83 32 30 34 27 29 19 20 1 3 8 3
 100.0 38.6 36.1 41.0 32.5 34.9 22.9 24.1 1.2 3.6 9.6 3.6
５０～５９歳 108 45 42 47 32 30 35 36 1 3 6 9
 100.0 41.7 38.9 43.5 29.6 27.8 32.4 33.3 0.9 2.8 5.6 8.3
６０～６９歳 181 90 82 73 56 51 49 33      - 4 10 18
 100.0 49.7 45.3 40.3 30.9 28.2 27.1 18.2      - 2.2 5.5 9.9
７０歳以上 121 61 62 43 48 26 18 18 2 4 9 10
 100.0 50.4 51.2 35.5 39.7 21.5 14.9 14.9 1.7 3.3 7.4 8.3
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Ⅱ 調査結果 

８ 性的マイノリティについて 

 

（１）性的マイノリティ（またはＬＧＢＴ等）の認知度 

●性的マイノリティ（またはＬＧＢＴ等）の認知度については、知っていることを表す「はい」

が 74.8％となっており、知らないことを表す「いいえ」（18.6％）を大きく上回っています。 

●男女別にみても、大きな違いはみられません。 

●石川町と福島県を比較しても、大きな違いはみられません。 
 

問 20 あなたは、性的マイノリティ（またはＬＧＢＴ等）という言葉を知っていますか。 

次の中から１つ選んでください。 

※ＬＧＢＴ： 

Lesbian（レズビアン、女性同性愛者）、Gay（ゲイ、男性同性愛者）、Bisexual（バイセクシュ

アル、両性愛者）、Transgender（トランスジェンダー、性別越境者）の頭文字をとった単語

で、セクシュアル・マイノリティ（性的少数者）の総称の一つ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【（参考）性的マイノリティの認知度/福島県】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画・女性の活躍促進に関する意識調査報告書（令和元年福島県） 

  

全  体 (580)

男性 (256)

女性 (313)

75.0

75.1

19.1

17.6

5.9

7.3

(%)
ｎ

74.8 18.6 6.6

(%)

は

い

い

い

え

無

回

答
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Ⅱ 調査結果 

（２）自分の体の性、心の性または性的指向に悩んだことがあるか 

●自分の体の性、心の性または性的指向に悩んだことがあるかについては、「はい」が 4.3％、

「いいえ」が 86.6％となっています。 

●男女別にみても、大きな違いはみられません。 

●石川町と福島県を比較すると、石川町では選択肢に「答えたくない」がある点が異なりますが、

「はい」は１割未満で「いいえ」が大半を占める点は福島県と同様になっています。 
 

問 21 あなたは、今までに自分の体の性、心の性または性的指向に悩んだことがありますか。 

次の中から１つ選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【（参考）性的指向について悩んだ経験の有無/福島県】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画・女性の活躍促進に関する意識調査報告書（令和元年福島県） 

  

全  体 (580)

男性 (256)

女性 (313)

4.3

3.8

86.7

86.6

3.5

3.2

5.5

6.4

(%)
ｎ

4.3 86.6 3.3 5.9

(%)

は

い

い

い

え

答

え

た

く

な

い

無

回

答



 

- 47 - 

 

Ⅱ 調査結果 

（３）性的マイノリティ（またはＬＧＢＴ等）にとって生活しづらい社会か 

●性的マイノリティ（またはＬＧＢＴ等）にとって生活しづらい社会かについては、「そう思う」

又は「どちらかといえばそう思う」を足した≪そう思う≫は 62.6％となっており、性的マイ

ノリティの方が生きづらいというイメージを広く持たれていることがわかります。 

●男女別にみると、女性では≪そう思う≫が 65.5％と男性（59.4％）に比べ、約６ポイント上

回っています。 

●石川町と福島県を比較すると、福島県では≪そう思う≫は 72.9％、どちらかといえばそう思

わない」又は「そう思わない」を足した≪そう思わない≫は 10.6％と、福島県に比べ、≪そ

う思う≫割合が少なくなっています。 
 

問 22 現在、性的マイノリティ（またはＬＧＢＴ 等）の方々にとって、偏見や差別などにより、

生活しづらい社会だと思いますか。次の中から１つ選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【（参考）性的マイノリティの方々にとって生活しづらい社会だと思うか/福島県】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画・女性の活躍促進に関する意識調査報告書（令和元年福島県） 

  

全  体 (580)

男性 (256)

女性 (313)

19.9

23.3

39.5

42.2

6.3

5.1

10.5

4.8

18.4

18.5

5.5

6.1

(%)
ｎ

21.9 40.7 5.7 7.9 18.1 5.7

(%)

そ
う
思

う

ど
ち
ら

か
と
い

え
ば

そ
う
思

う

ど
ち
ら

か
と
い

え
ば

そ
う
思

わ
な
い

そ
う
思

わ
な
い

わ
か
ら

な
い

無
回
答
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Ⅱ 調査結果 

（４）性的マイノリティ（またはＬＧＢＴ等）が生活しやすくなるための対策 

●性的マイノリティ（またはＬＧＢＴ等）が生活しやすくなるための対策については、「法令の制

定や制度の見直し」が 49.0％、「気持ちや情報を共有できる居場所づくり」が 48.5％ととも

に多く、以下「相談できる窓口の設置」（42.4％）、「幼少期からの教育の充実」（38.6％）、「同

性同士のパートナーやその家族も、法律上の家族と同等に扱うこと」（38.6％）、「更衣室やト

イレ、制服など、男女で区別されているものに対する配慮」（35.5％）となっています。 

●男女別にみると、女性では「気持ちや情報を共有できる居場所づくり」（55.1％）、「同性同士

のパートナーやその家族も、法律上の家族と同等に扱うこと」（45.4％）が男性に比べ、15ポ

イント以上上回っています。 

●石川町と福島県を比較すると、石川町、福島県ともに「法令の制定や制度の見直し」「気持ちや

情報を共有できる居場所づくり」が上位２項目となっています。「相談できる窓口の設置」は福

島県では５番目に多くなっていますが、石川町では３番目となっています。 

 

【問 22 で「１ そう思う」または「２ どちらかといえばそう思う」と答えた方にお聞きします。】 

問 22-1 性的マイノリティ（またはＬＧＢＴ等）の方々に対する偏見や差別をなくし、性的マイノ

リティの方々が生活しやすくなるためにどのような対策が必要だと思いますか。次の中から

すべて選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

法令の制定や制度の見直し

気持ちや情報を共有できる居場所づ
くり

相談できる窓口の設置

幼少期からの教育の充実

同性同士のパートナーやその家族
も、法律上の家族と同等に扱うこと

更衣室やトイレ、制服など、男女で区
別されているものに対する配慮

同性同士のパートナーであることを証
明する行政の証明書等の発行

企業・地域住民等に対する啓発活動
の実施

行政職員や教職員に対する研修の
実施

その他

必要だとは思わない

わからない

無回答

49.0

48.5

42.4

38.6

38.6

35.5

24.8

22.3

21.5

2.2

1.4

3.3

0.8

52.0

40.1

42.8

36.8

28.3

30.3

21.1

26.3

20.4

3.3

2.6

3.9

0.0

45.9

55.1

42.4

39.5

45.4

39.0

26.8

18.5

22.0

1.5

0.5

2.4

1.5

0 20 40 60 80 100

全 体 n=(363)  

男性 n=(152)  

女性 n=(205)  

(%)



 

- 49 - 

 

Ⅱ 調査結果 

●年齢別にみると、39 歳以下は「同性同士のパートナーやその家族も、法律上の家族と同等に

扱うこと」「更衣室やトイレ、制服など、男女で区別されているものに対する配慮」「同性同士

のパートナーであることを証明する行政の証明書等の発行」が 40 歳以上に比べ、約８～34

ポイント上回っています。 

 

【性的マイノリティ（またはＬＧＢＴ等）が生活しやすくなるための対策/年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

　
　
上段：件数
下段： ％

調
査
数

法
令
の
制
定
や
制
度
の
見
直
し

気
持
ち
や
情
報
を
共
有
で
き
る
居
場

所
づ
く
り

相
談
で
き
る
窓
口
の
設
置

幼
少
期
か
ら
の
教
育
の
充
実

同
性
同
士
の
パ
ー

ト
ナ
ー

や
そ
の
家

族
も
、

法
律
上
の
家
族
と
同
等
に
扱

う
こ
と

更
衣
室
や
ト
イ
レ
、

制
服
な
ど
、

男

女
で
区
別
さ
れ
て
い
る
も
の
に
対
す

る
配
慮

同
性
同
士
の
パ
ー

ト
ナ
ー

で
あ
る
こ

と
を
証
明
す
る
行
政
の
証
明
書
等
の

発
行

企
業
・
地
域
住
民
等
に
対
す
る
啓
発

活
動
の
実
施

行
政
職
員
や
教
職
員
に
対
す
る
研
修

の
実
施

そ
の
他

必
要
だ
と
は
思
わ
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全  体 363 178 176 154 140 140 129 90 81 78 8 5 12 3
 100.0 49.0 48.5 42.4 38.6 38.6 35.5 24.8 22.3 21.5 2.2 1.4 3.3 0.8
年齢別
２９歳以下 25 15 11 6 10 15 14 11 4 8 1      - 1      -
 100.0 60.0 44.0 24.0 40.0 60.0 56.0 44.0 16.0 32.0 4.0      - 4.0      -
３０～３９歳 36 17 15 15 11 22 17 17 8 9 1 1 1      -
 100.0 47.2 41.7 41.7 30.6 61.1 47.2 47.2 22.2 25.0 2.8 2.8 2.8      -
４０～４９歳 60 28 36 22 22 18 21 16 12 6 2      - 2      -
 100.0 46.7 60.0 36.7 36.7 30.0 35.0 26.7 20.0 10.0 3.3      - 3.3      -
５０～５９歳 76 36 36 32 35 28 30 14 16 14 3 2      -      -
 100.0 47.4 47.4 42.1 46.1 36.8 39.5 18.4 21.1 18.4 3.9 2.6      -      -
６０～６９歳 105 53 48 51 45 40 28 19 26 26 1 1 5 1
 100.0 50.5 45.7 48.6 42.9 38.1 26.7 18.1 24.8 24.8 1.0 1.0 4.8 1.0
７０歳以上 59 28 30 27 17 16 18 13 14 15      - 1 2 2
 100.0 47.5 50.8 45.8 28.8 27.1 30.5 22.0 23.7 25.4      - 1.7 3.4 3.4
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Ⅱ 調査結果 

【（参考）性的マイノリティの方々が生活しやすくなるために必要な対策/福島県】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画・女性の活躍促進に関する意識調査報告書（令和元年福島県） 
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Ⅱ 調査結果 

９ ハラスメントなどの人権侵害について 

 

（１）人権侵害の被害経験 

●人権侵害の被害経験について、「受けたことがある」又は「見たり聞いたりしたことがある」と

回答した割合は、『ア セクハラ』が 29.1％と最も多く、以下、『ウ 精神的・身体的暴力』

（25.5％）、『イ ストーカー』（17.8％）と続いています。 

●男女別にみると、女性では「受けたことがある」又は「見たり聞いたりしたことがある」と回

答した割合が男性に比べ、約３～４ポイント上回っています。 

問 23 あなたは、次のような人権侵害を受けたり、身近で見たり聞いたりしたことがありますか。 

ア～ウそれぞれについて、次の中から１つずつ選んでください。 

【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【男性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【女性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア　セクハラ

イ　ストーカー

ウ　精神的・身体的暴力

n = (313)

6.1

10.9

13.1

16.6

78.3

69.3

2.6

3.2

(%)
11.8 18.8 65.8 3.5

(%)

受

け

た

こ

と

が

あ

る 見

た

り

聞

い

た

り

し

た

こ

と

が

あ

る

経

験

は

な

い

無

回

答

イ　ストーカー

ウ　精神的・身体的暴力

n = (256)

ア　セクハラ

1.6

5.5

14.8

18.0

81.3

74.2

2.3

2.3

(%)
3.1 24.6 69.5

2.7

(%)

受

け

た

こ

と

が

あ

る 見

た

り

聞

い

た

り

し

た

こ

と

が

あ

る

経

験

は

な

い

無

回

答

ウ　精神的・身体的暴力

n = (580)

ア　セクハラ

イ　ストーカー 4.0

8.4

13.8

17.1

79.8

71.7

2.4

2.8

(%)
7.9 21.2 67.8 3.1

(%)

受

け

た

こ

と

が

あ

る 見

た

り

聞

い

た

り

し

た

こ

と

が

あ

る

経

験

は

な

い

無

回

答
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Ⅱ 調査結果 

（２）人権侵害を受けたり、見聞きしたことを誰かに打ち明けたり、相談したか 

●被害を受けたことを誰かに打ち明けたり、相談したかについては、「どこ（誰）にも相談しなか

った」が 57.8％、「相談した」が 27.4％となっています。 

●男女別にみると、女性では「相談した」が 32.8％と男性（19.4％）に比べ、約 13ポイント

上回っています。 
 

【問 23 で「１ 受けたことがある」または「２ 見たり聞いたりしたことがある」に１つ以上○を

つけた方にお聞きします。】 

問 23-１ あなたはそのことを誰かに打ち明けたり、相談したりしましたか。次の中から１つ選ん

でください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全  体 (230)

男性 (93)

女性 (134)

19.4

32.8

62.4

54.5

18.3

12.7

(%)
ｎ

27.4 57.8 14.8

(%)

相

談

し

た

ど

こ
（

誰
）

に

も

相

談

し

な

か
っ

た

無

回

答



 

- 53 - 

 

Ⅱ 調査結果 

（３）どこ（誰）にも相談しなかった理由 

●どこ（誰）にも相談しなかった理由については、「相談してもむだだと思ったから」が 39.1％

と最も多く、以下「どこ（誰）に相談してよいのかわからなかったから」（33.8％）、「相談す

るほどのことではないと思ったから」（27.1％）、「自分さえがまんすれば、なんとかこのまま

やっていけると思ったから」（21.8％）、「相談したことがわかると、仕返しされたり、もっと

ひどい暴力を受けると思ったから」（18.0％）となっています。 

●男女別にみると、女性では「自分さえがまんすれば、なんとかこのままやっていけると思った

から」が 27.4％と男性（15.5％）に比べ、約 12ポイント上回っています。 
 

【問 23－１で「２ どこ（誰）にも相談しなかった」と答えた方にお聞きします。】 

問 23-１-1 どこ（誰）にも相談しなかったのはなぜですか。次の中からすべて選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

相談してもむだだと思ったから

どこ（誰）に相談してよいのかわか
らなかったから

相談するほどのことではないと
思ったから

自分さえがまんすれば、なんとかこ
のままやっていけると思ったから

相談したことがわかると、仕返しさ
れたり、もっとひどい暴力を受ける
と思ったから

相談相手の言動によって不快な
思いをさせられると思ったから

他人を巻き込みたくなかったから

そのことについて思い出したくな
かったから

恥ずかしくて誰にも言えなかった
から

自分が受けている行為が暴力とは
認識していなかったから

世間体が悪いと思ったから

自分にも悪いところがあると思った
から

相手の行為は愛情の表現だと
思ったから

その他

無回答

39.1

33.8

27.1

21.8

18.0

12.0

12.0

10.5

7.5

6.8

6.0

5.3

2.3

12.8

3.0

34.5

37.9

32.8

15.5

13.8

12.1

8.6

6.9

1.7

8.6

1.7

6.9

1.7

6.9

1.7

42.5

30.1

23.3

27.4

21.9

12.3

15.1

13.7

12.3

5.5

9.6

4.1

2.7

16.4

4.1

0 20 40 60 80 100

全 体 n=(133)  

男性 n=(58)  

女性 n=(73)  

(%)
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Ⅱ 調査結果 

（４）配偶者・パートナーからの暴力について、知っている相談窓口 

●配偶者・パートナーからの暴力について、知っている相談窓口については、「警察」が 76.2％

と最も多く、以下「女性のための相談支援センター、男女共生センター」（31.4％）、「保健福

祉（福祉）事務所、女性相談員」（28.6％）、「民間の機関（弁護士会、民間シェルターなど）」

（21.7％）、「法務局、地方法務局、人権擁護委員」（16.7％）、「県庁、町役場」（16.7％）と

なっています。 

●男女別にみると、女性では「女性のための相談支援センター、男女共生センター」が 36.7％

と男性（24.6％）に比べ多く、約 12ポイント上回っています。 

●石川町と福島県を比較すると、「警察」が最も多い点は福島県と同様になっています。 
 

問 24 あなたは、配偶者・パートナーからの暴力について、相談できる窓口としてどのようなもの

を知っていますか。次の中からすべて選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警察

女性のための相談支援センター、男女
共生センター

保健福祉（福祉）事務所、女性相談員

民間の機関（弁護士会、民間シェル
ターなど）

法務局、地方法務局、人権擁護委員

県庁、町役場

裁判所

その他

相談窓口として知っているところはない

無回答

76.2

31.4

28.6

21.7

16.7

16.7

9.3

0.3

11.6

4.1

80.5

24.6

26.6

22.7

21.1

21.5

10.2

0.4

11.3

3.1

72.8

36.7

30.0

20.8

13.1

13.1

8.0

0.3

11.8

4.5

0 20 40 60 80 100

全 体 n=(580)  

男性 n=(256)  

女性 n=(313)  

(%)
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Ⅱ 調査結果 

【（参考）配偶者からの暴力に対する相談窓口の認知状況/福島県】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画・女性の活躍促進に関する意識調査報告書（令和元年福島県） 
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Ⅱ 調査結果 

（５）配偶者・パートナーなどからの暴力及び被害者の保護に関して知っていること 

●配偶者・パートナーなどからの暴力及び被害者の保護に関して知っていることについては、「被

害者の相談窓口がある」が 61.0％と最も多く、以下「被害者が加害者から逃れるため、一時

的に安全な場所に保護してもらえる」（52.4％）、「加害者が被害者に近寄らないようにするよ

う、裁判所へ申し立てることができる」（41.2％）となっています。 

●男女別にみると、女性では「被害者が加害者から逃れるため、一時的に安全な場所に保護して

もらえる」が 58.1％と男性（46.1％）に比べ多く、約 12ポイント上回っています。 

●年齢別にみると、39歳以下の「何も知らなかった」が 40歳以上に比べ、約９～15ポイント

上回っています。 
 

問 25 配偶者・パートナーなどからの暴力及び被害者の保護に関して、どのようなものを知ってい

ますか。次の中からすべて選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

被害者の相談窓口がある

被害者が加害者から逃れるため、一時的
に安全な場所に保護してもらえる

加害者が被害者に近寄らないようにするよ
う、裁判所へ申し立てることができる

一般の人が被害者を発見したときには、通
報するよう努めなければならない

被害者が利用できる生活保護など制度の
情報提供を受けられる

何も知らなかった

無回答

61.0

52.4

41.2

20.0

17.2

16.9

4.3

62.5

46.1

43.0

19.9

18.0

19.1

3.9

59.7

58.1

39.6

19.8

16.0

15.0

4.5

0 20 40 60 80 100

全 体 n=(580)  

男性 n=(256)  

女性 n=(313)  

(%)
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Ⅱ 調査結果 

【配偶者・パートナーなどからの暴力及び被害者の保護に関して知っていること/年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

　
　
上段：件数
下段： ％

調
査
数

被
害
者
の
相
談
窓
口
が
あ
る

被
害
者
が
加
害
者
か
ら
逃
れ
る
た

め
、

一
時
的
に
安
全
な
場
所
に
保
護

し
て
も
ら
え
る

加
害
者
が
被
害
者
に
近
寄
ら
な
い
よ

う
に
す
る
よ
う
、

裁
判
所
へ
申
し
立

て
る
こ
と
が
で
き
る

一
般
の
人
が
被
害
者
を
発
見
し
た
と

き
に
は
、

通
報
す
る
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い

被
害
者
が
利
用
で
き
る
生
活
保
護
な

ど
制
度
の
情
報
提
供
を
受
け
ら
れ
る

何
も
知
ら
な
か
っ

た

無
回
答

全  体 580 354 304 239 116 100 98 25
 100.0 61.0 52.4 41.2 20.0 17.2 16.9 4.3
年齢別
２９歳以下 35 18 13 16 10 8 9 1
 100.0 51.4 37.1 45.7 28.6 22.9 25.7 2.9
３０～３９歳 47 26 24 22 5 9 13      -
 100.0 55.3 51.1 46.8 10.6 19.1 27.7      -
４０～４９歳 83 59 45 35 12 13 11      -
 100.0 71.1 54.2 42.2 14.5 15.7 13.3      -
５０～５９歳 108 69 65 50 18 23 14 4
 100.0 63.9 60.2 46.3 16.7 21.3 13.0 3.7
６０～６９歳 181 111 102 72 43 23 30 6
 100.0 61.3 56.4 39.8 23.8 12.7 16.6 3.3
７０歳以上 121 68 53 42 27 22 20 13
 100.0 56.2 43.8 34.7 22.3 18.2 16.5 10.7
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Ⅱ 調査結果 

10 ＳＤＧｓについて 

 

（１）ＳＤＧｓの目標、「ジェンダー平等を実現しよう」の認知度 

●「ジェンダー平等の実現」の認知度については、「知っているが、意識して取り組んではいな

い」が 31.2％、「言葉は聞いた（見た）ことがあるが、内容はよく知らない」が 31.0％とと

もに多く、以下「知らない（この調査で初めて知った）」（23.6％）、「知っており、意識して取

り組んでいる」（10.7％）となっており、実際に取り組んでいる割合は１割程度となっていま

す。 

●男女別にみても、大きな違いはみられません。 

問 26 ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）において、「ジェンダー平等を実現しよう」が目標の１つ

として設定されているのを知っていますか。次の中から１つ選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全  体 (580)

男性 (256)

女性 (313)

12.1

9.6

29.7

33.2

30.5

31.9

23.8

22.0

3.9

3.2

(%)
ｎ

10.7 31.2 31.0 23.6 3.4

(%)

知
っ

て

お
り
、

意
識

し
て
取

り
組
ん

で
い

る 知
っ

て

い
る
が
、

意

識
し
て

取
り
組

ん
で

は
い
な

い

言
葉
は

聞
い
た
（

見

た
）

こ

と
が
あ

る

が
、

内

容
は
よ

く
知

ら
な
い

知
ら
な

い
（

こ

の
調

査
で
初

め
て
知
っ

た
）

無
回
答
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Ⅱ 調査結果 

（２）「ジェンダー平等の実現」を推進するために、参加したい・取り組みたいこと 

●「ジェンダー平等の実現」を推進するために、参加したい・取り組みたいことについては、「広

報誌等、ジェンダー平等の実現に関する情報発信に触れる」が 28.4％と最も多く、以下、「ジ

ェンダー平等に関する講演会や講座等への参加」（16.4％）、「育児・介護休業制度の利用や、

周囲への利用啓発」（15.9％）となっています。なお、「わからない」又は「特にない」が 53.4％

となっています。 

●男女別にみても、大きな違いはみられません。 

●年齢別にみると、30～49歳の子育て世代は「育児・介護休業制度の利用や、周囲への利用啓

発」が他の年代に比べ、多くなっています。 
 

問 27 「ジェンダー平等の実現」を推進するために、今後、あなたが参加したい・取り組みたいと

思うことはなんですか。次の中から３つまで選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

広報誌等、ジェンダー平等の実現に
関する情報発信に触れる

ジェンダー平等に関する講演会や講
座等への参加

育児・介護休業制度の利用や、周囲
への利用啓発

料理教室など、家庭生活に関する学
びの場への参加

ジェンダー平等に関する図書の閲覧

その他

特にない

わからない

無回答

28.4

16.4

15.9

11.0

9.8

0.5

29.1

24.3

3.4

29.7

16.0

14.1

9.0

10.5

0.4

34.8

18.4

4.3

27.5

16.9

16.9

13.1

8.9

0.6

24.3

29.1

2.9

0 20 40 60 80 100

全 体 n=(580)  

男性 n=(256)  

女性 n=(313)  

(%)
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Ⅱ 調査結果 

【「ジェンダー平等の実現」を推進するために、参加したい・取り組みたいこと/男女別/年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

　
　
上段：件数
下段： ％

調
査
数

広
報
誌
等
、

ジ
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ン
ダ
ー

平
等
の
実

現
に
関
す
る
情
報
発
信
に
触
れ
る
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ェ

ン
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ー

平
等
に
関
す
る
講
演
会

や
講
座
等
へ
の
参
加

育
児
・
介
護
休
業
制
度
の
利
用
や
、

周
囲
へ
の
利
用
啓
発

料
理
教
室
な
ど
、

家
庭
生
活
に
関
す

る
学
び
の
場
へ
の
参
加

ジ
ェ

ン
ダ
ー

平
等
に
関
す
る
図
書
の

閲
覧

そ
の
他

特
に
な
い

わ
か
ら
な
い

無
回
答

全  体 580 165 95 92 64 57 3 169 141 20
 100.0 28.4 16.4 15.9 11.0 9.8 0.5 29.1 24.3 3.4
年齢別
２９歳以下 35 9 5 4 4 4      - 12 9      -
 100.0 25.7 14.3 11.4 11.4 11.4      - 34.3 25.7      -
３０～３９歳 47 8 8 12 7 2      - 15 9 1
 100.0 17.0 17.0 25.5 14.9 4.3      - 31.9 19.1 2.1
４０～４９歳 83 24 10 26 14 7 1 21 18      -
 100.0 28.9 12.0 31.3 16.9 8.4 1.2 25.3 21.7      -
５０～５９歳 108 35 12 12 8 7 1 31 31 1
 100.0 32.4 11.1 11.1 7.4 6.5 0.9 28.7 28.7 0.9
６０～６９歳 181 58 35 24 19 24      - 51 44 7
 100.0 32.0 19.3 13.3 10.5 13.3      - 28.2 24.3 3.9
７０歳以上 121 30 24 12 12 12 1 37 29 11
 100.0 24.8 19.8 9.9 9.9 9.9 0.8 30.6 24.0 9.1
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Ⅱ 調査結果 

11 防災について 

 

（１）防災・災害対策において、性別に配慮した対応の必要性 

●防災・災害対策において、性別に配慮した対応が必要かについては、「必要がある」又は「どち

らかといえば必要がある」を足した≪必要がある≫は 83.3％となっています。 

●男女別にみると、≪必要がある≫の割合に大きな違いはみられませんが、男性では「必要があ

る」（60.2％）が女性（49.2％）に比べ、約 11ポイント上回っています。 
 

問 28 防災・災害対策において、性別に配慮した対応が必要だと思いますか。 

次の中から１つ選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

全  体 (580)

男性 (256)

女性 (313)

60.2

49.2

23.8

33.5

1.6

1.9

3.5

2.9

7.4

9.3

3.5

3.2

(%)
ｎ

54.3 29.0

1.7

3.3 8.4 3.3

(%)

必
要
が

あ
る

ど
ち
ら

か
と
い

え
ば

必
要
が

あ
る

ど
ち
ら

か
と
い

え
ば

必
要
な

い

必
要
な

い

わ
か
ら

な
い

無
回
答
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Ⅱ 調査結果 

（２）防災・災害対策において、男女共同参画を推進していくために必要なこと 

●防災・災害対策において、男女共同参画を推進していくために必要なことについては、「避難所

などの運営マニュアルに男女のニーズに配慮した視点を取り入れることが必要」が 60.5％と

最も多く、以下「避難所の運営責任者に男女がともに配置され、男女双方の視点が反映される

ことが必要」（52.2％）、「防災訓練や防災研修会へ男女がともに積極的に参加するように努め

ることが必要」（51.7％）、「災害対策本部に男女がともに配置され、対策に男女双方の視点を

入れることが必要」（43.3％）、「防災会議に男女がともに参画し、防災計画に男女双方の視点

を入れることが必要」（41.4％）、「防災計画等の策定に男女がともに参画し、計画に男女双方

の視点が反映されることが必要」（40.5％）となっています。 

●男女別にみると、男性では「防災訓練や防災研修会へ男女がともに積極的に参加するように努

めることが必要」（58.6％）、「防災会議に男女がともに参画し、防災計画に男女双方の視点を

入れることが必要」（47.3％）、「自治会等の自主防災組織に女性が増えるように努めることが

必要」（31.3％）が女性に比べ、10ポイント以上上回っています。 
 

問 29 防災・災害対策において、男女共同参画を推進していくために必要なことについて、 

あなたの考えに近いものをすべて選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

避難所などの運営マニュアルに男女のニー
ズに配慮した視点を取り入れることが必要

避難所の運営責任者に男女がともに配置さ
れ、男女双方の視点が反映されることが必要

防災訓練や防災研修会へ男女がともに積極
的に参加するように努めることが必要

災害対策本部に男女がともに配置され、対策
に男女双方の視点を入れることが必要

防災会議に男女がともに参画し、防災計画に
男女双方の視点を入れることが必要

防災計画等の策定に男女がともに参画し、計
画に男女双方の視点が反映されることが必
要

自治会等の自主防災組織に女性が増えるよ
うに努めることが必要

女性消防団員等の育成や役員への女性登
用が必要

その他

無回答

60.5

52.2

51.7

43.3

41.4

40.5

23.6

17.8

0.7

4.7

59.4

49.2

58.6

43.0

47.3

41.4

31.3

21.5

0.4

5.1

61.3

54.6

45.4

43.1

36.7

39.6

16.9

13.7

1.0

4.5

0 20 40 60 80 100

全 体 n=(580)  

男性 n=(256)  

女性 n=(313)  

(%)
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Ⅱ 調査結果 

12 男女共同参画社会について 

 

（１）男女共同参画社会を形成するために町が力を入れるべきもの 

●男女共同参画社会を形成するために町が力を入れるべきものについては、「男女がともに働き

やすい就業環境を整備すること」が 65.3％と最も多く、以下「男性の家事・育児・介護への

参画に関する理解を促進すること」（46.9％）、「男女平等、相互理解・協力について普及・啓

発を進めること」（44.3％）、「保育所、学童保育、高齢福祉などの施設・サービスを整備する

こと」（41.7％）、「女性の再就職や起業を支援する相談や情報提供などの機能を整備すること」

（33.1％）、「労働時間の短縮や在宅勤務の普及など、男女ともに働き方の見直しを進めるこ

と」（32.8％）、「経営者・企業のトップの意識改革を進めること」（30.2％）、「学校教育の場

で、男女平等や相互理解のための学習を充実すること」（28.3％）となっています。 

●男女別にみると、男性では「男女平等、相互理解・協力について普及・啓発を進めること」

（50.0％）、「政策・方針決定過程へ女性を積極的に登用すること」（26.2％）が女性に比べ、

約 10ポイント上回っています。 

●石川町と福島県を比較すると、石川町、福島県ともに「男女がともに働きやすい就業環境を整

備すること」「男性の家事・育児・介護への参画に関する理解を促進すること」が上位２項目と

なっています。「男女平等、相互理解・協力について普及・啓発を進めること」は石川町で３番

目で上位にありますが福島県では５番目、「女性の再就職や起業を支援する相談や情報提供な

どの機能を整備すること」は石川町では５番目ですが福島県では８番目となっています。 
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Ⅱ 調査結果 

問 30 あなたは、男女共同参画社会の実現に向けて、石川町では今後どのようなことに力を入れて

いくべきだと思いますか。次の中からすべて選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

男女がともに働きやすい就業環境を整備
すること

男性の家事・育児・介護への参画に関す
る理解を促進すること

男女平等、相互理解・協力について普及・
啓発を進めること

保育所、学童保育、高齢福祉などの施設・
サービスを整備すること

女性の再就職や起業を支援する相談や情
報提供などの機能を整備すること

労働時間の短縮や在宅勤務の普及など、
男女ともに働き方の見直しを進めること

経営者・企業のトップの意識改革を進める
こと

学校教育の場で、男女平等や相互理解の
ための学習を充実すること

政策・方針決定過程へ女性を積極的に登
用すること

男女の生き方に関する情報提供や交流の
場、相談、教育などの機能を整備すること

配偶者等からの暴力被害の防止・根絶
や、相談・救援体制を充実すること

女性の学習の場を充実し、女性のリー
ダーを養成すること

女性の進出が少ない分野への進出を促す
ための取組を行うこと

女性の就業を促進するために、女性の職
業訓練の場を充実すること

その他

特にない

無回答
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Ⅱ 調査結果 

●年齢別にみると、29 歳以下は「男女がともに働きやすい就業環境を整備すること」「男女平

等、相互理解・協力について普及・啓発を進めること」「保育所、学童保育、高齢福祉などの施

設・サービスを整備すること」「女性の再就職や起業を支援する相談や情報提供などの機能を

整備すること」「労働時間の短縮や在宅勤務の普及など、男女ともに働き方の見直しを進める

こと」「学校教育の場で、男女平等や相互理解のための学習を充実すること」「男女の生き方に

関する情報提供や交流の場、相談、教育などの機能を整備すること」「配偶者等からの暴力被害

の防止・根絶や、相談・救援体制を充実すること」が 30歳以上に比べ、多くなっています。 

 

【男女共同参画社会を形成するために町が力を入れるべきもの/年齢別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

　
　
上段：件数
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す
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情
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な
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全  体 121 117 90 83 79 7 21 14
 20.9 20.2 15.5 14.3 13.6 1.2 3.6 2.4
年齢別
２９歳以下 15 16 6 5 6      - 1      -
 42.9 45.7 17.1 14.3 17.1      - 2.9      -
３０～３９歳 6 10 14 10 10 3 3      -
 12.8 21.3 29.8 21.3 21.3 6.4 6.4      -
４０～４９歳 14 14 8 13 12 1 3      -
 16.9 16.9 9.6 15.7 14.5 1.2 3.6      -
５０～５９歳 25 24 15 17 18 2 6 2
 23.1 22.2 13.9 15.7 16.7 1.9 5.6 1.9
６０～６９歳 35 30 26 26 17 1 4 4
 19.3 16.6 14.4 14.4 9.4 0.6 2.2 2.2
７０歳以上 24 21 19 11 15      - 4 8
 19.8 17.4 15.7 9.1 12.4      - 3.3 6.6
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全  体 580 379 272 257 242 192 190 175 164 123
 100.0 65.3 46.9 44.3 41.7 33.1 32.8 30.2 28.3 21.2
年齢別
２９歳以下 35 26 17 16 21 19 21 11 14 8
 100.0 74.3 48.6 45.7 60.0 54.3 60.0 31.4 40.0 22.9
３０～３９歳 47 32 26 16 18 17 21 11 15 9
 100.0 68.1 55.3 34.0 38.3 36.2 44.7 23.4 31.9 19.1
４０～４９歳 83 53 38 34 30 25 27 28 21 8
 100.0 63.9 45.8 41.0 36.1 30.1 32.5 33.7 25.3 9.6
５０～５９歳 108 72 54 43 49 35 34 36 30 21
 100.0 66.7 50.0 39.8 45.4 32.4 31.5 33.3 27.8 19.4
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 100.0 69.6 44.2 50.8 43.6 28.7 30.4 29.8 26.0 26.0
７０歳以上 121 68 55 55 42 42 31 33 36 27
 100.0 56.2 45.5 45.5 34.7 34.7 25.6 27.3 29.8 22.3
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Ⅱ 調査結果 

【（参考）男女共同参画社会の形成に向けて県が特に力を入れて取り組むべきこと/福島県】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画・女性の活躍促進に関する意識調査報告書（令和元年福島県） 
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Ⅱ 調査結果 

（２）自身の生活や社会にとって、男女共同参画社会の実現は大切なことだと思うか 

●自身の生活や社会にとって、男女共同参画社会の実現は大切なことだと思うかについては、「大

切だと思う」が 80.2％となっています。 

●男女別にみても、大きな違いはみられません。 

●年齢別にみると、29歳以下は「大切だと思う」が 30歳以上に比べ、約９～16ポイント多く

なっています。 

問 31 男女共同参画社会の実現は、あなたの生活や社会にとって大切なことだと思いますか。次の

中から１つ選んでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【自身の生活や社会にとって、男女共同参画社会の実現は大切なことだと思うか/年齢別】 
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 100.0 80.2 2.9 14.3 2.6
年齢別
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３０～３９歳 47 36 3 7 1
 100.0 76.6 6.4 14.9 2.1
４０～４９歳 83 65      - 18      -
 100.0 78.3      - 21.7      -
５０～５９歳 108 81 7 20      -
 100.0 75.0 6.5 18.5      -
６０～６９歳 181 146 6 26 3
 100.0 80.7 3.3 14.4 1.7
７０歳以上 121 100 1 9 11
 100.0 82.6 0.8 7.4 9.1
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Ⅱ 調査結果 

13 自由意見 

 

（１）男女共同参画社会を形成していくための、石川町の取り組みについて 

●意見・要望の内容については、71人から 79件の意見がありました。内容は以下の通りで

す。 
 

問 32 男女共同参画社会の実現に向けて、ご意見、ご要望、アイデア等がありましたら、 

お聞かせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な意見】 

●性別役割分担意識の解消について 

・勉強不足で十分な理解が不足していますが、男女共同参画社会の基本は、個人、夫婦、家庭があり、そ

の家庭がしっかりとバランスがとれていないと実現にはならないのかと考えます。仕事も趣味活動など、

生活の質が大切と思います。男だから、女だからという視点を減らし、誰でもできるんだという考え方

が備わっていけばいいと思います。 

・男性も女性も一生を通して、自分のやりたい事ができる様な社会になって欲しいと思います。 

・そもそも全ての事柄に対して男女が等しくなる必要はないと思います。ただ、根拠もなく性別だけであ

り様を決めつけられる事は避けなくてはいけないとも思います。男、女、その他で分けずに「その人の」

得意な事で助け合う事の方が大事だと考えます。 

 

●行政・まちづくりについて 

・お世話になっております。いつも優しい対応ありがとうございます。実現の実行は時間が必要ですがで

きる限り協力を惜しみません。 

・町内で、男女共、年齢に応じた就労ができる体制を整え、育児や介護のサービスを身近に受けられるよ

うになれば、住み良い町となるのではないか。全町民にとって魅力ある石川町になるための施策を望み

ます。 

・石川町の広報誌を活用して頂きたいです。 

 

内容 件数

性別役割分担意識の解消について 29件

行政・まちづくりについて 14件

教育・学習について 9件

仕事について 7件

男女の違いの尊重について 5件

社会参加について 4件

人権の尊重について 4件

日常生活や子育てについて 4件

その他 3件

計 79件
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Ⅱ 調査結果 

●教育・学習について 

・男女の共通の話題、興味を持つ様なことなど、男女が一緒に学べる様な交流の場を作ってほしい。 

・学校教育で、この課題を小さい頃から学び普及させていくことが大事かと思います。学んだ世代が、次

の世代に引き継いでいく、社会にならない限り難しい問題です。 

 

●仕事について 

・男女平等、女性が働きやすい、男性の家事・育児・介護休暇の取りやすい、企業、就労場所を一から作

らなければ難しい。 

・何事も協力し合って生活、仕事をする事により、社会もよくなっていくと思います。 

・女性の生理について男性の理解を深める。生理休暇の取りやすい会社(職場)づくり。 

 

●男女の違いの尊重について 

・男性、女性の生理的な違いはあります。それを考慮した上での、男性とか女性とかの区別なくできるこ

とが増えていけばいいと思います。小さい頃から教育が大切と思います。 

・女性優遇ではなく、男女ともに生きやすい方策を目指してほしい。 

 

●社会参加について 

・男性だから、女性だからという差別化すること無く、職場等の平等、女性だから役職につけない事なく、

やりがいのある環境づくりが大切だと思う。しかし、どうしても出産や育児の家庭環境もあるので社会、

会社が理解し、有給や保育施設等の利用、取りやすい環境を男女理解していく事が大切だと思う。 

・小さなことですが、PTA 活動や隣り組の集まりなど代表者の名前は夫だけど実際に活動しているのはお

母さんであることが多いです。実際に活動する人(女性)の名前を代表者にすることだけでも社会に対す

る PR になると思います。代表者名簿に女性の名前が多くなれば女性も参加しやすくなると思います。 

 

●人権の尊重について 

・お互いが尊重し、支え合う社会の構築。 

・男性、女性の特色と男女にかかわらず個の個性が活かされ、尊重される社会になるよう努めていきたい。 

 

●日常生活や子育てについて 

・子供を安心して預けられる仕組み作り。 
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いしかわ男女共同参画プランに関するアンケート調査票 
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いしかわ男女共同参画プランに関するアンケート 

調査結果報告書 

令和７年２月 

石川町 生涯学習課 

〒963-7852 福島県石川郡石川町字関根 165 

TEL：0247-26-2566 

調査委託：株式会社サーベイリサーチセンター 


